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(57)【要約】
【課題】利便性に優れ、かつ、高精度の生体認証を実現
すること。
【解決手段】本技術に係る撮像装置は、生体の一部が載
置される載置領域を含む載置面を有する第１導光板と、
上記載置領域を除く上記載置面上に設けられる第２導光
板と、上記第１導光板の縁部に設けられ、上記第１導光
板の内部に所定波長の第１照射光を照射する少なくとも
一の第１光源と、上記第２導光板の縁部に設けられ、上
記第２導光板の内部に所定波長の第２照射光を照射する
少なくとも一の第２光源と、上記第１導光板の上記第２
導光板とは反対側の面側に配設され、上記生体の一部の
表面からの光を撮像する撮像部と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体の一部が載置される載置領域を含む載置面を有する第１導光板と、
　前記載置領域を除く前記載置面上に設けられる第２導光板と、
　前記第１導光板の縁部に設けられ、前記第１導光板の内部に所定波長の第１照射光を射
出する少なくとも一の第１光源と、
　前記第２導光板の縁部に設けられ、前記第２導光板の内部に所定波長の第２照射光を射
出する少なくとも一の第２光源と、
　前記第１導光板の前記第２導光板とは反対側の面側に配設され、前記生体の一部の表面
からの光を撮像する撮像部と、
　を備える撮像装置。
【請求項２】
　前記第１照射光の波長は、前記第２照射光の波長と異なる、請求項１に記載の撮像装置
。
【請求項３】
　前記第１導光板は、前記第１照射光の波長および前記第２照射光の波長を透過帯域に含
む光学材料により形成され、
　前記第２導光板は、前記第１照射光の波長を阻止帯域に含む光学材料により形成される
、請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記第１光源は前記第１導光板の縁部に複数設けられ、
　前記第１光源の各々から照射される前記第１照射光の波長は互いに異なる、請求項１に
記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記第１光源による前記第１照射光の射出タイミングは、前記第２光源による前記第２
照射光の射出タイミングとは異なる、請求項１に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記撮像部は、複数のマイクロレンズが格子状に配置されたマイクロレンズアレイを含
む光学系を有する撮像素子を備える、請求項１に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記第１導光板の厚さは、前記マイクロレンズアレイと前記第１導光板との間の離隔距
離以上である、請求項６に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記第１導光板と前記第２導光板との間に、遮光体がさらに設けられる、請求項１に記
載の撮像装置。
【請求項９】
　前記第２導光板の前記第１導光板とは反対側の面側に第３導光板がさらに設けられ、
　前記第３導光板の縁部には、前記第３導光板の内部に第３照射光を照射する少なくとも
一の第３光源がさらに設けられる、請求項１に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　生体の一部が載置される載置領域を含む載置面を有する第１導光板と、
　前記載置領域を除く前記載置面上に設けられる第２導光板と、
　前記第１導光板の縁部に設けられ、前記第１導光板の内部に所定波長の第１照射光を照
射する少なくとも一の第１光源と、
　前記第２導光板の縁部に設けられ、前記第２導光板の内部に所定波長の第２照射光を照
射する少なくとも一の第２光源と、
　前記第１導光板の前記第２導光板とは反対側の面側に配設され、前記生体の一部の表面
からの光を撮像し、撮像画像を生成する撮像部と、
　を備える撮像装置と、
　前記生体の一部が前記載置領域に載置されている状態で生成された前記撮像画像に基づ
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いて、少なくとも生体認証を含む前記生体に関する処理を行う処理部を備える情報処理装
置と、
　を有する認証処理装置。
【請求項１１】
　前記処理部は、前記第１照射光が照射されたときに前記撮像部により生成された第１撮
像画像、および前記第２照射光が照射されたときに前記撮像部により生成された第２撮像
画像に基づいて、前記生体の認証に関する処理を行う、請求項１０に記載の認証処理装置
。
【請求項１２】
　前記処理部は、前記第１撮像画像に基づいて前記生体の指紋認証処理を行い、前記第２
撮像画像に基づいて前記生体の静脈認証処理を行う、請求項１１に記載の認証処理装置。
【請求項１３】
　前記処理部は、前記第１撮像画像と前記第２撮像画像との差分に基づいて、前記撮像部
により生成される前記第２撮像画像の補正を行う、請求項１１に記載の認証処理装置。
【請求項１４】
　前記処理部は、前記第１撮像画像に含まれる前記生体の指紋パターンを用いて、前記第
２撮像画像に含まれる静脈パターンの補正を行う、請求項１３に記載の認証処理装置。
【請求項１５】
　前記第１撮像画像と前記第２撮像画像との差分に基づいて、前記撮像装置の撮像条件を
調整する撮像制御部をさらに備える、請求項１１に記載の認証処理装置。
【請求項１６】
　前記処理部は、前記撮像部により連続的に生成された撮像画像の時系列変化に基づいて
、前記生体の状態の経時変化に関する処理をさらに行う、請求項１０に記載の認証処理装
置。
【請求項１７】
　前記第１照射光および前記第２照射光の波長は、前記生体に関する処理に応じて選択さ
れる、請求項１０に記載の認証処理装置。
【請求項１８】
　生体の一部が載置される載置領域を含む載置面を有する第１導光板の縁部から、生体の
一部を前記載置領域に載置させた状態で、前記第１導光板の内部に所定波長の第１照射光
を照射することと、
　前記載置領域を除く前記載置面上に設けられる第２導光板の縁部から、前記生体の一部
を前記載置領域に載置させた状態で、前記第２導光板の内部に所定波長の第２照射光を照
射することと、
　前記第１照射光または前記第２照射光の少なくともいずれかを照射しながら、前記第１
導光板の前記第２導光板とは反対側の面側から、前記生体の一部の表面からの光を撮像す
ることと、
　を含む撮像方法。
【請求項１９】
　生体の一部が載置される載置領域を含む載置面を有する第１導光板の縁部から、生体の
一部を前記載置領域に載置させた状態で、前記第１導光板の内部に所定波長の第１照射光
を照射することと、
　前記載置領域を除く前記載置面上に設けられる第２導光板の縁部から、前記生体の一部
を前記載置領域に載置させた状態で、前記第２導光板の内部に所定波長の第２照射光を照
射することと、
　前記第１照射光または前記第２照射光の少なくともいずれかを照射しながら、前記第１
導光板の前記第２導光板とは反対側の面側から前記生体の一部の表面からの光を撮像し、
撮像画像を生成すること、
　生成された前記撮像画像に基づいて、少なくとも生体認証を含む前記生体に関する処理
を行うことと、
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　を含む認証処理方法。
【請求項２０】
　生体の一部が載置される載置領域を含む載置面を有する第１導光板と、前記載置領域を
除く前記載置面上に設けられる第２導光板と、前記第１導光板の縁部に設けられ、前記第
１導光板の内部に所定波長の第１照射光を照射する少なくとも一の第１光源と、前記第２
導光板の縁部に設けられ、前記第２導光板の内部に所定波長の第２照射光を照射する少な
くとも一の第２光源と、前記第１導光板の前記第２導光板とは反対側の面側に配設され、
前記生体の一部の表面からの光を撮像し、撮像画像を生成する撮像部と、を備える撮像装
置と通信可能なコンピュータに、前記生体の一部が前記載置領域に載置されている状態で
生成された前記撮像画像に基づいて、少なくとも生体認証を含む前記生体に関する処理を
行う処理機能を実現させるためのプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、撮像装置、認証処理装置、撮像方法、認証処理方法およびプログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　情報処理技術の発達に伴い、生体に固有な情報である生体情報を利用した個人認証であ
る生体認証が実施されるようになってきている。生体認証として、例えば、指紋認証およ
び静脈認証が知られている。
【０００３】
　生体認証の精度をさらに高めるために、指紋パターンおよび静脈パターン等の２つ以上
のパターンを用いる認証方法が提案されている。例えば、下記特許文献１には、指紋認証
および静脈認証等の複数の認証を単一の装置で行う技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２９７２３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に開示された生体認証装置では、各認証に用いられる照
明が生体の上下方向に設けられるため、当該生体認証装置の筐体の小型化が困難であった
。そのため、当該生体認証装置が設置可能な場所または位置等が限定されていた。したが
って、当該生体認証装置を用いた生体認証を適用させることができる場面が限られていた
。よって、複合的な生体認証を利用したいユーザにとって利便性は高くなかった。
【０００６】
　そこで、本開示では、利便性に優れ、かつ、高精度の生体認証を実現することが可能な
、新規かつ改良された撮像装置、認証処理装置、撮像方法、認証処理方法およびプログラ
ムを提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示によれば、生体の一部が載置される載置領域を含む載置面を有する第１導光板と
、上記載置領域を除く上記載置面上に設けられる第２導光板と、上記第１導光板の縁部に
設けられ、上記第１導光板の内部に所定波長の第１照射光を照射する少なくとも一の第１
光源と、上記第２導光板の縁部に設けられ、上記第２導光板の内部に所定波長の第２照射
光を照射する少なくとも一の第２光源と、上記第１導光板の上記第２導光板とは反対側の
面側に配設され、上記生体の一部の表面からの光を撮像する撮像部と、を備える撮像装置
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が提供される。
【０００８】
　また、本開示によれば、生体の一部が載置される載置領域を含む載置面を有する第１導
光板と、上記載置領域を除く上記載置面上に設けられる第２導光板と、上記第１導光板の
縁部に設けられ、上記第１導光板の内部に所定波長の第１照射光を照射する少なくとも一
の第１光源と、上記第２導光板の縁部に設けられ、上記第２導光板の内部に所定波長の第
２照射光を照射する少なくとも一の第２光源と、上記第１導光板の上記第２導光板とは反
対側の面側に配設され、上記生体の一部の表面からの光を撮像し、撮像画像を生成する撮
像部と、を備える撮像装置と、上記生体の一部が上記載置領域に載置されている状態で生
成された上記撮像画像に基づいて、少なくとも生体認証を含む上記生体に関する処理を行
う処理部を備える情報処理装置と、を有する認証処理装置が提供される。
【０００９】
　また、本開示によれば、生体の一部が載置される載置領域を含む載置面を有する第１導
光板の縁部から、生体の一部を上記載置領域に載置させた状態で、上記第１導光板の内部
に所定波長の第１照射光を照射することと、上記載置領域を除く上記載置面上に設けられ
る第２導光板の縁部から、上記生体の一部を上記載置領域に載置させた状態で、上記第２
導光板の内部に所定波長の第２照射光を照射することと、上記第１照射光または上記第２
照射光の少なくともいずれかを照射しながら、上記第１導光板の上記第２導光板とは反対
側の面側から、上記生体の一部の表面からの光を撮像することと、を含む撮像方法が提供
される。
【００１０】
　また、本開示によれば、生体の一部が載置される載置領域を含む載置面を有する第１導
光板の縁部から、生体の一部を上記載置領域に載置させた状態で、上記第１導光板の内部
に所定波長の第１照射光を照射することと、上記載置領域を除く上記載置面上に設けられ
る第２導光板の縁部から、上記生体の一部を上記載置領域に載置させた状態で、上記第２
導光板の内部に所定波長の第２照射光を照射することと、上記第１照射光または上記第２
照射光の少なくともいずれかを照射しながら、上記第１導光板の上記第２導光板とは反対
側の面側から上記生体の一部の表面からの光を撮像し、撮像画像を生成すること、生成さ
れた上記撮像画像に基づいて、少なくとも生体認証を含む上記生体に関する処理を行うこ
とと、を含む認証処理方法が提供される。
【００１１】
　また、本開示によれば、生体の一部が載置される載置領域を含む載置面を有する第１導
光板と、上記載置領域を除く上記載置面上に設けられる第２導光板と、上記第１導光板の
縁部に設けられ、上記第１導光板の内部に所定波長の第１照射光を照射する少なくとも一
の第１光源と、上記第２導光板の縁部に設けられ、上記第２導光板の内部に所定波長の第
２照射光を照射する少なくとも一の第２光源と、上記第１導光板の上記第２導光板とは反
対側の面側に配設され、上記生体の一部の表面からの光を撮像し、撮像画像を生成する撮
像部と、を備える撮像装置と通信可能なコンピュータに、上記生体の一部が上記載置領域
に載置されている状態で生成された上記撮像画像に基づいて、少なくとも生体認証を含む
上記生体に関する処理を行う処理機能を実現させるためのプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように本開示によれば、利便性に優れ、かつ、高精度の生体認証を実現す
ることが可能である。
【００１３】
　なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記
の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る
他の効果が奏されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
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【図１】本開示の第１の実施形態に係る認証処理装置の概略構成を示すブロック図である
。
【図２】同実施形態に係る撮像装置の構成例を示す斜視図である。
【図３】同実施形態に係る撮像装置の構成例を示す正面図である。
【図４】同実施形態に係る撮像部の構成例を説明するための図である。
【図５】指紋パターンの取得における撮像装置の動作例を説明するための図である。
【図６】散乱光の発生について説明するための図である。
【図７】静脈パターンの取得における撮像装置の第１の動作例を説明するための図である
。
【図８】静脈パターンの取得における撮像装置の第２の動作例を説明するための図である
。
【図９】同実施形態に係る撮像装置の変形例の構成を示す図である。
【図１０】同実施形態に係る処理部の構成例を示すブロック図である。
【図１１】同実施形態に係る認証処理装置による処理の流れの一例を示すフローチャート
である。
【図１２】同実施形態に係る認証処理装置による指紋認証処理の流れの一例を示すフロー
チャートである。
【図１３】同実施形態に係る認証処理装置による静脈認証処理の流れの一例を示すフロー
チャートである。
【図１４Ａ】第１撮像画像の一例を示す図である
【図１４Ｂ】第２撮像画像の一例を示す図である
【図１４Ｃ】指紋パターンの除去後の第２撮像画像の一例を示す図である。
【図１５】本開示の第２の実施形態に係る処理部の構成例を示すブロック図である。
【図１６】同実施形態に係る認証処理装置による処理の流れの一例を示すフローチャート
である。
【図１７】同実施形態に係る認証処理装置による脈拍解析処理の流れの一例を示すフロー
チャートである。
【図１８】同実施形態に係る認証処理装置による肌解析処理の流れの一例を示すフローチ
ャートである。
【図１９】本開示の実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成例を示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１６】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．第１の実施形態
　　１．１．概要
　　１．２．撮像装置
　　１．３．情報処理装置
　　１．４．処理の流れ
　　１．５．補足
　　１．６．小結
　２．第２の実施形態（解析処理を含む構成）
　　２．１．構成例
　　２．２．処理の流れ
　　２．３．小結
　３．ハードウェア構成例
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　４．まとめ
【００１７】
　＜＜１．第１の実施形態＞＞
　＜１．１．概要＞
　図１は、本開示の第１の実施形態に係る認証処理装置１の概略構成を示すブロック図で
ある。図１に示すように、認証処理装置１は、撮像装置１０および情報処理装置２０を備
える。撮像装置１０および情報処理装置２０は、有線または無線の各種ネットワークによ
り、直接的または間接的に接続される。
【００１８】
　（撮像装置）
　本実施形態に係る撮像装置１０は、撮像対象であるサンプルＳの表面からの光を撮像す
る。具体的には、撮像装置１０は、サンプルＳに対して所定波長を有する光（照射光）を
射出し、サンプルＳに照射光が照射された状態でサンプルＳの表面からの光を撮像する。
【００１９】
　ここで、本実施形態におけるサンプルＳは、例えば、生体の一部である。より具体的に
は、図１に示すように、サンプルＳはユーザの指であってもよい。この場合、サンプルＳ
の表面とは、ユーザの指の腹の部分に対応し、また、生体は、当該ユーザに対応する。以
下では、サンプルＳであるユーザの指を生体の一部の一例として説明するが、サンプルＳ
はかかる例に限定されない。例えば、サンプルＳは、人体の指以外の部位（具体的には、
腕、脚、頭部または胴部）であってもよい。この場合、撮像装置１０は、例えば、当該部
位の肌からの光を撮像することとなる。
【００２０】
　上記の照射光は、サンプルＳの表面または内部において散乱される。撮像装置１０は、
これらの散乱光を撮像し、サンプルＳについての撮像画像として生成する。当該撮像画像
は、例えば、ユーザの指に係る生体構造または生体成分に対応する撮像画像である。より
具体的には、当該撮像画像は、例えば、ユーザの指に係る指紋パターンまたは静脈パター
ンを含む撮像画像であり得る。
【００２１】
　また、撮像装置１０は、情報処理装置２０と通信可能な通信装置を備える。撮像装置１
０により生成された撮像画像は、情報処理装置２０へ送信される。なお、情報処理装置２
０へ送信される撮像画像は、動画像など、継時的に撮像することにより連続的に生成され
る一連の撮像画像であってもよい。
【００２２】
　（情報処理装置）
　本実施形態に係る情報処理装置２０は、各種情報処理に係る機能を有する装置である。
具体的には、情報処理装置２０は、撮像装置１０を制御して撮像装置１０に撮像画像を生
成させ、当該撮像画像を取得する。そして、情報処理装置２０は、当該撮像画像について
画像処理を行い、画像処理後の撮像画像を用いて生体認証に係る処理を行う。
【００２３】
　情報処理装置２０は、処理回路および通信装置を含む装置であれば、あらゆる装置によ
り実現され得る。例えば、情報処理装置２０は、ＰＣ（Personal　Computer）、タブレッ
ト、スマートフォン、ゲーム機、スマートウォッチまたはウェアラブルデバイスなどによ
り実現されてもよい。
【００２４】
　なお、本実施形態に係る撮像装置１０および情報処理装置２０の詳細な構成および各種
機能については後述する。
【００２５】
　本実施形態に係る認証処理装置１は、撮像装置１０および情報処理装置２０により一体
的に構成される。例えば、本実施形態に係る認証処理装置１は、単一の筐体に、撮像装置
１０および情報処理装置２０が組み込まれる構成であってもよい。
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【００２６】
　また、本実施形態に係る認証処理装置（認証システム）は、撮像装置１０および情報処
理装置２０がそれぞれ独立した構成であってもよい。この場合、情報処理装置２０による
撮像装置１０の制御および撮像装置１０からの撮像画像の取得等の処理については、撮像
装置１０および情報処理装置２０に備えられる通信装置を介して行われる。
【００２７】
　このような認証処理装置１は、個人認証が求められるあらゆる装置または機器に適用さ
れ得る。例えば、認証処理装置１は、上述したＰＣ、タブレット、携帯電話、スマートフ
ォン、ゲーム機、スマートウォッチまたはウェアラブルデバイス等の情報処理端末のみな
らず、二輪車または自動車等の輸送機器、テレビ、音響機器または冷蔵庫等の家電製品、
鍵等の施錠装置、タイムレコーダ、自動販売機またはＡＴＭ（Automated　Teller　Machi
ne）等の自動サービス機、その他個人認証が求められる装置等に設けられ得る。
【００２８】
　また、例えば、上述した個人認証が求められる各種装置に、撮像装置１０のみが設けら
れてもよい。この場合、生体認証等に係る処理は、当該撮像装置１０とは別に設けられ、
当該撮像装置１０と通信可能である情報処理装置２０により、行われてもよい。
【００２９】
　以下、認証処理装置１を構成する撮像装置１０および情報処理装置２０について説明す
る。
【００３０】
　＜１．２．撮像装置＞
　（構成例）
　図２は、本実施形態に係る撮像装置１０の構成例を示す斜視図である。また、図３は、
本実施形態に係る撮像装置１０の構成例を示す正面図である。なお、図２および図３に示
すように、以下では、Ｘ軸方向を撮像装置１０の幅方向とし、Ｙ軸方向を指Ｓの載置方向
とし、Ｚ軸方向を撮像装置１０の上下方向（正の方向を上方向とする）として説明する。
【００３１】
　図２および図３を参照すると、本実施形態に係る撮像装置１０は、第１導光板１０１、
第２導光板１０２、第３導光板１０３、第１光源１１１（１１１ａ～１１１ｃ）、第２光
源１１２（１１２ａ～１１２ｃ）、第３光源１１３（１１３ａ～１１３ｃ）および撮像部
１２０を主に備える。また、本実施形態に係る撮像装置１０は、さらに第１遮光体１３１
および第２遮光体１３２を備え得る。
【００３２】
　なお、以下の説明では、第１導光板１０１、第２導光板１０２および第３導光板１０３
、並びに第１光源１１１、第２光源１１２および第３光源１１３について、特に区別しな
い限り、各導光板および各光源と呼称することもある。
【００３３】
　（導光板）
　第１導光板１０１、第２導光板１０２および第３導光板１０３は、第１光源１１１、第
２光源１１２および第３光源１１３のそれぞれから射出される各照射光を内部に導光する
導光板である。
【００３４】
　第１導光板１０１の一方の表面（載置面１００１）には、指Ｓを載置するための載置領
域１００１ａが設けられる。また、図２に示すように、本実施形態に係る載置領域１００
１ａは、載置方向において第１導光板１０１の一端から他端にかけて設けられているが、
載置領域１００１ａの大きさおよび形状はかかる例に限定されない。例えば、載置領域１
００１ａの大きさは、指Ｓの指紋パターンを取得可能な程度となるよう、適宜設定され得
る。また、載置領域１００１ａは、円、楕円、略矩形または略台形等、任意の形状からな
る閉領域であってもよいし、載置方向における第１導光板１０１の一端の全部または一部
を輪郭線として含む領域であってもよい。
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【００３５】
　第２導光板１０２は、第１導光板１０１の載置面１００１のうち、載置領域１００１ａ
以外の面に設けられる。このとき、図２および図３に示すように、第２導光板１０２は、
第１導光板１０１のＸ軸方向における両端部の上側にそれぞれ設けられてもよい。第２導
光板１０２の設置数は特に限定されず、載置領域１００１ａの大きさおよび形状、並びに
、後述する撮像部１２０に入射される散乱光の光量に応じて要求される第２光源１１２か
らの照射光の光量等に基づいて適宜設定され得る。
【００３６】
　また、図２および図３に示すように、第２導光板１０２の上面に、さらに第３導光板１
０３が設けられていてもよい。例えば、図２および図３に示すように、第２導光板１０２
が、第１導光板１０１のＸ軸方向における両端部の上側に２つ設けられている場合、第３
導光板１０３は、第２導光板１０２の各々の上面に設けられてもよい。
【００３７】
　第１導光板１０１の面内方向の大きさは特に限定されず、例えば、撮像装置１０を搭載
する各種端末等の構造に応じて適宜設定されてもよい。また、第１導光板１０１の面内方
向の大きさは、撮像対象である生体の一部の大きさに応じて適宜設定されてもよい。
【００３８】
　第２導光板１０２の面内方向の大きさおよび形状は、例えば、載置領域１００１ａの大
きさおよび形状、並びに、後述する撮像部１２０に入射される散乱光の光量に応じて要求
される第２光源１１２からの照射光の光量等に基づいて適宜設定され得る。例えば、図２
および図３に示した例では、第２導光板１０２は、第１導光板１０１の載置面１００１の
うち、載置領域１００１ａ以外の面を覆うように設けているが、本技術はかかる例に限定
されない。例えば、第２導光板１０２は、載置領域１００１ａ以外の載置面１００１の少
なくとも一部に設けられてもよい。同様に、第３導光板１０３の面内方向の大きさおよび
形状は、例えば、第２導光板１０２の大きさおよび形状、並びに、撮像部１２０に入射さ
れる散乱光の光量に応じて要求される第３光源１１３からの照射光の光量等に基づいて適
宜設定され得る。
【００３９】
　第１導光板１０１、第２導光板１０２および第３導光板１０３の厚さは特に限定されな
いが、当該厚さは可能な限り小さいことが好ましい。例えば、第１導光板１０１の厚さは
、指Ｓの載置によるたわみに伴う第１導光板１０１の劣化もしくは第１導光板１０１の内
部を伝搬する照射光および散乱光の光路への影響、または第１導光板１０１の内部に照射
される第１光源１１１からの照射光の光量等に応じて適宜設定され得る。また、第２導光
板１０２および第３導光板１０３の厚さは、各導光板の内部に照射される各照射光の光量
等に応じて適宜設定され得る。
【００４０】
　なお、図３を参照すると、第２導光板１０２の載置領域１００１ａと隣接している側の
側面１０２１は、Ｚ軸方向に対して幅方向の外側に傾斜していてもよい。これにより、指
Ｓの腹が第２導光板１０２の側面１０２１の端部に引っかかりにくくなるため、指Ｓを載
置領域１００１ａに載置させることが容易になる。また、側面１０２１の形状は、図３に
示した例に限定されない。例えば、側面１０２１は、指Ｓの表面に沿うように、凹状の曲
面であってもよい。側面１０２１の傾斜の角度、および側面１０２１が曲面である場合の
曲率の大きさ等は、各導光板の大きさまたは材質等により適宜設定される。また、第２導
光板１０２のＹ軸方向の断面形状は略矩形であってもよい。なお、第３導光板１０３の側
面１０２１と隣接する側面１０３１についても同様に、適宜傾斜等が設けられてもよい。
また、図３に示した例では、第３導光板１０３のＹ軸方向の断面形状は三角形であるが、
当該断面形状はかかる例に限定されず、例えば、略矩形または略台形等であってもよい。
【００４１】
　各導光板の材質として、アクリル、ウレタンゴム、シリコンゴム、ポリウレタン、ポリ
カーボネートもしくはシクロオレフィン系樹脂等の樹脂、またはガラス等の各種光学材料
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が用いられ得る。
【００４２】
　なお、第１導光板１０１と第２導光板１０２（および第３導光板１０３）とは、それぞ
れ異なる光学特性を有する光学材料により形成されてもよい。具体的には後述するが、例
えば、第１導光板１０１は、第１光源１１１から射出される照射光（第１照射光）の波長
および第２光源１１２から射出される照射光（第２照射光）の波長を透過帯域に含む光学
材料により形成されてもよい。この場合、第２導光板１０２は、第１照射光の波長を阻止
帯域に含む光学材料により形成され得る。これにより、第１照射光および第２照射光に起
因する散乱光は第１導光板１０１を透過して撮像部１２０に入射されることが可能となる
一方で、第１導光板１０１から漏れ出た第１照射光が第２導光板１０２に漏れこむ、いわ
ゆるクロストークの発生を抑制することができる。
【００４３】
　（光源）
　第１光源１１１、第２光源１１２および第３光源１１３は、所定波長の光（照射光）を
それぞれ第１導光板１０１、第２導光板１０２および第３導光板１０３の内部に射出する
。
【００４４】
　例えば、第１光源１１１は、第１導光板１０１の縁部（第１導光板１０１の側周面）に
配設される。図２および図３に示した例では、第１光源１１１は、第１導光板１０１のＸ
軸方向における両端面にそれぞれ配設されている。同様に、第２光源１１２は、第２導光
板１０２の縁部（第２導光板１０２の側周面のうち、載置領域１００１ａに隣接しない側
の面）に配設され、第３光源１１３は、第３導光板１０３の縁部に配設される。各光源の
配設位置は、載置領域１００１ａおよび載置領域１００１ａの上部空間に向かって、各照
射光を適切な光量で射出することが可能であれば、例えば、図２および図３に示した例に
限定されない。
【００４５】
　また、各導光板に配設される各光源の数は特に限定されない。例えば、図２に示した例
では、複数の第１光源１１１ａ～１１１ｃが第１導光板１０１に配設されている。第２光
源１１２ａ～１１２ｃ、および第３光源１１３ａ～１１３ｃについても同様である。各光
源が複数設けられる場合の配設方法は特に限定されず、例えば、図２に示すように、各光
源が一定の間隔を置いて配設されてもよいし、各光源が隣接して並設されてもよい。また
、図２に示すように、例えば第３導光板１０３がＸ軸方向に沿って２つ並設されている場
合、それぞれの導光板の縁部に第３光源１１３（第３光源１１３ａ～１１３ｃおよび第３
光源１１３ａ’～１１３ｃ’）が設けられてもよい。
【００４６】
　ここで、各光源が射出する照射光の波長について説明する。各光源が射出する照射光の
波長は、例えば、可視光帯域から近赤外帯域の間に属する波長から選択され、着目する生
体成分または生体構造等に応じて適宜設定され得る。照射光の種類、当該照射光の種類に
対応する波長、および当該照射光による撮像対象（測定対象）となる生体成分または生体
構造等の例を、下記表１に示す。
【００４７】
【表１】
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【００４８】
　例えば近赤外光等の、波長が９４０ｎｍ付近である照射光は、身体組織に対して透過性
が高い一方で、静脈における血液中のヘモグロビン（還元ヘモグロビン）に吸収されると
いう特徴を有する。そのため、例えば、近赤外光が照射された指を撮像すると、指の内部
に分布している静脈が影となって撮像画像に表れる。この影を静脈パターンとして取得す
ることができる（そのメカニズムについては後述する）。また、当該近赤外光を照射する
ことにより、還元ヘモグロビンに関する血中成分またはメラニン色素に関する知見を得る
ことができる。
【００４９】
　他にも、近赤外光を照射することにより、皮下組織に存在する脂肪に関する知見（例え
ば皮下脂肪厚など）を得ることができる。皮膚の表面から照射された近赤外光は、皮下脂
肪層および筋肉層に到達し得る。一般的に、近赤外光の波長領域においては、筋肉は近赤
外光を吸収しやすく（吸収体）、脂肪は近赤外光を散乱させやすい（散乱体）。そのため
、皮膚の表面から近赤外光を照射した際に、皮下脂肪厚が多いと、脂肪内で照射光がより
遠くまで散乱され、散乱範囲が広くなる。すなわち、皮下脂肪厚に比例して、照射光の散
乱距離が長くなる。したがって、照射光の光源から、皮膚表面から散乱される散乱光の出
射位置までの距離（散乱距離に相当）を測定することにより、皮下脂肪厚を推定すること
ができる。また、皮下脂肪厚が大きい場合、皮膚表面から出射される散乱光（内部反射光
）の強度が増加する。したがって、皮膚表面から照射された照射光の強度に対する内部反
射光の強度（強度分布）を測定することにより、皮下脂肪厚を推定することもできる。
【００５０】
　また、例えば赤色光等の、波長が６６０ｎｍ付近である照射光は、身体組織に対して透
過性がある程度高い一方で、動脈における血液中のヘモグロビン（酸化ヘモグロビン）に
吸収されるという特徴を有する。そのため、例えば、指の表層に対して赤色光を照射し、
その反射率を取得することで、肌の性状に関する知見（例えば、肌の透明度）を得ること
ができる。これは、上述した皮下脂肪厚と同様に、皮膚の表面から赤色光を照射した際に
肌内部で散乱し皮膚の表面から出射される散乱光（内部反射光）の散乱距離および／また
は強度を利用して得ることができる。一般的に、肌の透明度が高いと、肌に入射された照
射光に対して肌から出射される散乱光の光量の割合が高く、また肌全体から均一に出射さ
れる状態であるということが言われている。したがって、内部反射光の散乱距離および／
または強度（強度分布）を測定することにより、肌の透明度を推定することができる。ま
た、指の内部に対して赤色光を照射し、その吸収率を継時的に取得することで、動脈の血
管の容積の時系列変化（脈波）を捉えることができる。すなわち、脈拍を測定することが
できる。また、当該赤色光を照射することにより、酸化ヘモグロビンに関する血中成分ま
たはメラニン色素に関する知見を得ることができる。なお、メラニン色素に関する知見を
用いた処理については、後述する。
【００５１】
　また、例えば緑色光等の、波長５７０ｎｍ付近である照射光は、身体組織に対する透過
性は低く、また、動脈における血液中の酸化ヘモグロビンに吸収されるという特徴を有す
る。そのため、例えば、この緑色光を用いることにより、例えば指の指紋パターンを得る
ことができる（そのメカニズムについては後述する）。また、指の内部に対して緑色光を
照射し、その吸収率を継時的に取得することで、動脈の血管の容積の時系列変化（脈波）
を捉えることができる。すなわち、脈拍を測定することができる。
【００５２】
　なお、指紋パターンは、詳しくは後述するが、第１導光板１０１の載置領域１００１ａ
と指Ｓとの接触界面における散乱光を撮像することにより得られる。そのため、指紋パタ
ーンを取得するにあたっては、上述した緑色光に限られず、青色など、可視光の波長帯域
に属する照射光が適宜用いられ得る。
【００５３】
　また、上記表１には記載されていないが、例えば１４００ｎｍ～２２００ｎｍの波長の
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光を射出することで、グルコースに関する知見を得ることができる。また、脈拍の測定に
おいては、上述した波長を有する光以外にも、近赤外光領域～赤外光領域の波長を有する
光を用いることができる。
【００５４】
　なお、上述した各種波長はあくまでも一例であって、本実施形態に係る撮像装置１０の
各光源が射出する光が、上記の例に限定されるわけではない。
【００５５】
　上述したように、第１光源１１１、第２光源１１２および第３光源１１３が射出する各
照射光の波長は、着目する撮像対象または測定対象に応じて適宜設定される。具体的には
後述するが、例えば、第１光源１１１からの照射光（第１照射光）と第２光源１１２から
の照射光（第２照射光）との間で、波長が異なっていてもよい。これにより、一の撮像装
置１０を用いて、第１照射光に起因する第１撮像画像、および第２照射光に起因する第２
撮像画像を生成することができる。すなわち、後述する情報処理装置２０において、第１
撮像画像および第２撮像画像を用いた生体認証処理等を行うことが可能となる。
【００５６】
　また、図２に示すように、第１光源１１１ａ～１１１ｃが複数設けられる場合、第１光
源１１１ａ～１１１ｃの各々から射出される照射光の波長は、各光源間において同一であ
ってもよいし、異なっていてもよい。第２光源１１２ａ～１１２ｃおよび第３光源１１３
ａ～１１３ｃについても同様に、各々から射出される照射光の波長は、各光源間において
同一であってもよいし、異なっていてもよい。
【００５７】
　また、各光源は、照射光を連続的に射出してもよいし、間欠的に射出してもよい。例え
ば、照射光を間欠的に射出することにより、射出タイミング以外の時間帯に検出した光を
、外光の影響を受けたものと考えることができる。そこで、射出タイミング以外の時間帯
に検出した光を撮像することで、後述する情報処理装置２０において、極めて大きな外光
の影響が検出された場合の撮像画像の使用を無効とすることが可能となる。
【００５８】
　このような各種光源として、例えば、発光ダイオード（Light　Emitting　Diode：ＬＥ
Ｄ）が用いられる。各種光源として用いられるＬＥＤは、単一波長の照射光を射出するも
のであってもよいし、フルカラーＬＥＤのような複数波長の照射光を射出するものであっ
てもよい。また、各種光源として、小型のレーザが用いられてもよい。
【００５９】
　また、各光源における照射光の射出タイミングおよび照射光の強度等は、後述する情報
処理装置２０の撮像制御部２１０により制御される。撮像制御部２１０による具体的な制
御については後述する。
【００６０】
　（撮像部）
　本実施形態に係る撮像部１２０は、指Ｃの表面からの光を撮像する。例えば、撮像部１
２０は、各光源から射出された照射光が指Ｃの表面または内部において散乱されて入射さ
れる散乱光を撮像する。
【００６１】
　このような撮像部１２０は、例えば、図４に示すようなマイクロレンズアレイ（Micro
　Lens　Array：ＭＬＡ）１２１を含む光学系を有する撮像素子１２３を備えてもよい。
図４は、本実施形態に係る撮像部１２０の構成例を説明するための図である。図４を参照
すると、撮像部１２０は、筐体１２５の内部に、複数のマイクロレンズ１２２を含むマイ
クロレンズアレイ１２１、撮像素子１２３および複数の遮光体１２４を備える。なお、図
４には図示されていないが、マイクロレンズアレイ１２１の上部には、撮像部１２０に入
射される散乱光の指向性を制御するための遮光体がさらに備えられてもよい。
【００６２】
　マイクロレンズアレイ１２１は、受光レンズである複数のマイクロレンズ１２２を有す
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る。マイクロレンズ１２２は、所定の基板上において、格子状に配列されている。マイク
ロレンズ１２２の配置数および配列位置は特に限定されず、撮像対象である生体の大きさ
や、後述する撮像素子１２３の大きさに応じて、適宜設定され得る。
【００６３】
　各マイクロレンズ１２２は、マイクロレンズ１２２に入射された散乱光を撮像素子１２
３へと導光する。マイクロレンズアレイ１２１は、像面湾曲が少なく深さ方向のひずみが
ないレンズアレイである。そのため、このようなマイクロレンズアレイ１２１を用いるこ
とで、良好な撮像画像を得ることができる。
【００６４】
　なお、マイクロレンズアレイ１２１を構成する各マイクロレンズ１２２の被写界深度は
、指Ｓが接写距離に存在している場合であっても、本実施形態に係る撮像装置１０により
着目される生体構造を包括するように（例えば、指の表面から数ミリ～十数ミリの深さの
範囲までがフォーカスされるように）設定される。
【００６５】
　より具体的には、各マイクロレンズ１２２の焦点位置は、図３に示す指Ｓの表面近傍に
存在する静脈Ｖ１が存在する静脈層の位置となるように設定されてもよい。人体の皮膚は
、表皮層、真皮層および皮下組織層の３層構造となっていることが知られているが、上述
の静脈層は、真皮層に存在している。真皮層は、指表面に対して０．１ｍｍ～０．３ｍｍ
程度の位置から２ｍｍ～３ｍｍ程度の厚みで存在している層である。したがって、このよ
うな真皮層の存在位置（例えば、指表面から１．５ｍｍ～２．０ｍｍ程度の位置）付近に
マイクロレンズ１２２の焦点位置を設定することで、詳しくは後述するが、静脈層近傍か
らの散乱光を、効率よく集光することが可能となる。また、マイクロレンズ１２２の焦点
位置は、上述した例に限定されず、適宜設定される。
【００６６】
　なお、本実施形態に係るマイクロレンズアレイ１２１は、第１導光板１０１の厚さｔ１

がマイクロレンズアレイ１２１と第１導光板１０１との間の離隔距離ｄ１以上となるよう
に設けられることが好ましい。第１導光板１０１の厚さｔ１が離隔距離ｄ１よりも大きい
場合、第１導光板１０１の強度が稼ぐことができ、また、指Ｓからの散乱光が減衰するこ
とを防ぐことができる。したがって、撮像対象についてより鮮明な撮像画像を得ることが
可能となる。
【００６７】
　マイクロレンズアレイ１２１に入射した散乱光は、マイクロレンズ１２２により集光さ
れて、撮像素子１２３において結像される。
【００６８】
　遮光体１２４は、マイクロレンズアレイ１２１を透過した散乱光の指向性を制御するた
めに、マイクロレンズアレイ１２１の撮像素子１２３側の面において、互いに隣接するマ
イクロレンズ１２２の境界部分に適宜設けられる。これにより、各マイクロレンズ１２２
に入射した光を、隣接するマイクロレンズ１２２に入射した光と分離することができる。
したがって、本実施形態に係る撮像装置１０では、撮像素子１２３に集光される散乱光を
選択することが可能となる。また、図４には示されていないが、上記の境界部分に、さら
にアパーチャ（絞り）が設けられてもよい。
【００６９】
　このような遮光体１２４およびアパーチャを設けることにより、各マイクロレンズ１２
２に入射する光の入射角度を制限して、散乱光の各マイクロレンズ１２２間のクロストー
クを防止することが可能となる。また、各マイクロレンズ１２２間のクロストークを防止
することで、マイクロレンズアレイ１２１に設けられた複数のマイクロレンズ１２２のう
ち、一部のマイクロレンズ１２２に対応するセンサ画素から得られた信号（すなわち、撮
像領域のうちの局所的な位置に対応する信号）を取得することが可能となる。これにより
、後述する撮像素子１２３により生成される撮像画像の分解能を向上させることが可能と
なる。
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【００７０】
　撮像素子１２３は、複数の受光素子が格子状に配置された撮像面を有し、結像された散
乱光を撮像し、当該散乱光に基づく撮像画像を生成する。また、撮像素子１２３は、生成
した撮像画像を情報処理装置２０へと出力する。
【００７１】
　撮像素子１２３は、例えば、フォトダイオード、ＣＣＤ（Charge　Coupled　Device）
、ＣＭＯＳ（Complementary　Metal　Oxide　Semiconductor）、有機ＥＬ（Electro　Lum
inescence）、およびＴＦＴ（Thin　Film　Transistor）等を用いた画像センサにより実
現可能である。
【００７２】
　なお、撮像素子１２３においては、１つのマイクロレンズ１２２に対して少なくとも１
つの受光素子が配置され得る。すなわち、１つのマイクロレンズ１２２により集光された
散乱光は、１または複数の受光素子によって撮像され得る。また、撮像素子１２３におけ
る各受光素子の操作タイミング等は、後述する情報処理装置２０の撮像制御部２１０によ
り制御される。
【００７３】
　以上、図４に示す撮像部１２０の構成例について説明した。なお、本実施形態に係る撮
像部１２０は、図４に示したようなマイクロレンズアレイ１２１を備えるものに限定され
ない。例えば、撮像部１２０は、撮像対象である指Ｓの表面からの光を集光し、撮像素子
において結像させることが可能であれば、あらゆる構成により実現されてもよい。しかし
、撮像部１２０がマイクロレンズアレイ１２１を含む光学系を有することにより、撮像部
１２０のＺ軸方向の大きさ（厚さ）を可能な限り小さくすることができる。すなわち、撮
像装置１０をより小型化することが可能であり、認証処理装置１の利便性がさらに向上す
る。
【００７４】
　（遮光体）
　さらに、本実施形態に係る撮像装置１０は、第１遮光体１３１および第２遮光体１３２
を備えてもよい。第１遮光体１３１は、例えば、第１導光板１０１および第２導光板１０
２の間に挟まるように設けられてもよい。また、第２遮光体１３２は、第２導光板１０２
および第３導光板１０３の間に挟まるように設けられてもよい。また、各遮光体は、少な
くとも上下の導光板の界面を含む領域に設けられ得る。
【００７５】
　各遮光体は、各導光板の内部を伝搬する照射光のクロストークを防止するために設けら
れる。各遮光体は、例えば、遮光フィルタ等により実現される。これらの遮光体が発揮し
得る遮光特性は、例えば、隣接する各導光体の内部に照射される照射光の波長に応じて選
択されてもよい。例えば、第１遮光体１３１は、第１照射光および第２照射光の波長を阻
止帯域として含む遮光特性を有してもよい。これにより、第１照射光の第２導光板１０２
へのクロストーク、および第２照射光の第１導光板１０１へのクロストークを抑制するこ
とができる。また、上記の遮光特性は、各導光板の透過帯域に応じて選択されてもよい。
【００７６】
　以上、本実施形態に係る撮像装置１０の構成例について説明した。
【００７７】
　（動作例）
　次に、本実施形態に係る撮像装置１０の動作例について説明する。以下では、撮像装置
１０を用いて、指Ｓの指紋パターンおよび静脈パターンを含む撮像画像を取得する例につ
いて、図５～図８を用いて説明する。なお、指紋パターンは第１照射光に基づいて、また
、静脈パターンは第２照射光または第３照射光に基づいて取得される。そのため、第１光
源１１１による第１照射光の射出タイミングは、第２光源１１２（または第３光源１１３
）による第２照射光（または第３照射光）の射出タイミングとは異なることが好ましい。
【００７８】
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　（指紋パターンの取得）
　図５は、指紋パターンの取得における撮像装置１０の動作例を説明するための図である
。図５には、載置領域１００１ａに指Ｓが載置された状態で第１光源１１１から第１照射
光ＩＬ１が射出され、指Ｓと第１導光板１０１との接触界面において第１照射光ＩＬ１が
散乱されて得られる散乱光ＳＬ１１が撮像部１２０に入射される例が示されている。また
、図５に示す撮像装置１０は、図２に示す撮像装置１０の構成と同一である。
【００７９】
　なお、第１照射光ＩＬ１の波長は、上述したように、可視光の波長帯域に含まれる波長
であることが好ましい。
【００８０】
　第１照射光ＩＬ１は、まず、第１導光板１０１の縁部に設けられた第１光源１１１から
射出され、第１導光板１０１の上面および下面を反射しながら第１導光板１０１の内部を
伝搬する。そして、第１照射光ＩＬ１が載置領域１００１ａと指Ｓとの接触界面のうち、
指紋の隆線に相当する位置に到達したとき、当該位置において第１照射光ＩＬ１は散乱し
、散乱光ＳＬ１１が発生し得る。
【００８１】
　散乱光ＳＬ１１の発生について、図６を参照しながら説明する。図６は、散乱光ＳＬ１
１の発生について説明するための図である。図６の一点鎖線Ｒ１により示される領域は、
図５の一点鎖線Ｒ１により示される領域に対応する。
【００８２】
　一点鎖線Ｒ１により示される領域を図６に示すように拡大すると、指Ｓの表面は、指紋
の隆線および谷により凹凸の形状を有している。このうち、指紋の隆線に相当する部分が
、第１導光板１０１の載置領域１００１ａに接触している。
【００８３】
　ここで、第１照射光ＩＬ１１が指Ｓの指紋の隆線と載置領域１００１ａとの接触界面Ｓ
ｕｒ１に入射したとする。そうすると、接触界面Ｓｕｒ１において第１照射光ＩＬ１１が
散乱し、散乱光ＳＬ１１およびＳＬ１２が生じる。散乱光ＳＬ１１は撮像部１２０の方向
へ散乱し、散乱光ＳＬ１２は、指Ｓの内部に散乱する。この散乱光ＳＬ１１の一部が、撮
像部１２０に入射される。撮像部１２０は、入射された散乱光ＳＬ１１を撮像し、撮像画
像を生成する。散乱光ＳＬ１１を受光する撮像部１２０の受光素子の位置は指紋の隆線の
位置に対応するので、生成される撮像画像は、指Ｓの指紋パターンを含むこととなる。
【００８４】
　なお、本動作例においては、指Ｓの指紋パターンのみならず、指Ｓの表面構造または表
面状態（例えば、肌の状態）を含む撮像画像を取得することも可能である。また、撮像部
１２０による散乱光ＳＬ１１の撮像タイミングは、第１光源１１１の射出タイミングと同
期され得る。
【００８５】
　（静脈パターンの取得）
　図７は、静脈パターンの取得における撮像装置１０の第１の動作例を説明するための図
である。図７には、載置領域１００１ａに指Ｓが載置された状態で第２光源１１２から第
２照射光ＩＬ２が射出され、指Ｓの内部に第２照射光ＩＬ２が入射される例が示されてい
る。また、図７に示す撮像装置１０は、図２に示す撮像装置１０の構成と同一である。
【００８６】
　なお、第２照射光ＩＬ２の波長は、上述したように、身体組織に対する透過性の高い近
赤外光であることが好ましい。
【００８７】
　生体は良好な近赤外光の散乱体であるため、指Ｓの内部へと入射された第２照射光ＩＬ
２は指Ｓの内部において様々な方向に散乱しながら伝搬する。これらの散乱光の一部は、
散乱光ＳＬ２１として上述の静脈層を背面から指表面に向かって進行し、その途中で静脈
Ｖを透過する。静脈Ｖを透過した散乱光ＳＬ２２の一部が、撮像部１２０に入射される。
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【００８８】
　撮像部１２０は、入射された散乱光ＳＬ２２を撮像し、撮像画像を生成する。生成され
た撮像画像には、静脈Ｖにおいて散乱光ＳＬ２１の一部が吸収されることにより生じ得る
影が含まれる。この影が上述したように、指Ｓの静脈Ｖ１に係る静脈パターンに対応する
。
【００８９】
　なお、第２照射光ＩＬ２に基づいて生じる散乱光ＳＬ２２を撮像することにより得られ
る撮像画像には、静脈パターンのみならず、指Ｓに係る他の生体構造等に由来する像が含
まれ得る。これは、静脈Ｖ１を透過した散乱光ＳＬ２２が指Ｓの表面を透過する際に、指
紋等により、さらに散乱光ＳＬ２２が吸収または散乱されるためである。このような像に
ついては、詳しくは後述するが、第１照射光ＩＬ１に基づいて生じる散乱光ＳＬ１１を撮
像することにより得られる撮像画像を用いて画像処理を行うことにより、除去等を行うこ
とが可能である。
【００９０】
　なお、本動作例においては、指Ｓの静脈パターンのみならず、指Ｓの内部構造または内
部状態（例えば、指Ｓの動脈の脈波など）を含む撮像画像を取得することも可能である。
また、撮像部１２０による散乱光ＳＬ２２の撮像タイミングは、第２光源１１２の射出タ
イミングと同期され得る。
【００９１】
　（静脈パターンの取得における他の動作例）
　なお、上述した静脈パターンの取得の撮像は、第３光源１１３から照射される第３照射
光ＩＬ３を用いて行うこともできる。図８は、静脈パターンの取得における撮像装置１０
の第２の動作例を説明するための図である。図８には、載置領域１００１ａに指Ｓが載置
された状態で第３光源１１３から第３照射光ＩＬ３が射出され、指Ｓの内部に第３照射光
ＩＬ３が入射される例が示されている。なお、図８に示す撮像装置１０は、図２に示す撮
像装置１０の構成と同一である。また、第３照射光ＩＬ３の波長は、上述したように、身
体組織に対する透過性の高い近赤外光であることが好ましい。
【００９２】
　指Ｓの内部へと入射された第３照射光ＩＬ３は指Ｓの内部において様々な方向に散乱し
ながら伝搬する。これらの散乱光の一部は、散乱光ＳＬ３１として上述の静脈層を背面か
ら指表面に向かって進行し、その途中で静脈Ｖを透過する。静脈Ｖを透過した散乱光ＳＬ
３２が、撮像部１２０に入射される。これにより、上述した例と同様に、静脈パターンを
含む撮像画像を得ることができる。
【００９３】
　以上、指紋パターンおよび静脈パターンの取得における撮像装置１０の動作例について
説明した。かかる撮像装置１０によれば、第１照射光に基づいて指紋パターンを含む撮像
画像（第１撮像画像）を得ることができ、かつ、第２照射光（または第３照射光）に基づ
いて静脈パターンを含む撮像画像（第２撮像画像）を得ることができる。これにより、後
段の情報処理装置２０において、指紋認証および静脈認証に用いられる生体情報（すなわ
ち指紋パターンおよび静脈パターン）を、一つの撮像装置１０により取得することができ
る。
【００９４】
　かかる撮像装置１０の厚さ方向（Ｚ軸方向）の大きさ（厚さ）は、少なくとも第１導光
板１０１、第２導光板１０２および撮像部１２０の厚さに依存する。指紋パターンおよび
静脈パターンを得るために用いられる第１光源１１１および第２光源１１２は、各導光板
の縁部に設けられるので、撮像装置１０の厚さには影響しない。よって、撮像装置１０の
厚さを可能な限り小さくすることが可能となる。これにより、認証処理装置１の利便性が
向上する。
【００９５】
　なお、上述した動作例においては、第１照射光は可視光であり、第２照射光（および第
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３照射光）は近赤外光であるとしたが、各照射光の波長はかかる例に限定されない。各照
射光の波長は、指紋または静脈などの撮像対象に応じて適宜選択され得る。また、第１照
射光の波長と第２照射光（および第３照射光）の波長は、異なっていることが好ましい。
各照射光の波長を異ならせることにより、生体構造および生体成分において吸収または散
乱の程度について照射光間において差異が生じ得る。よって、第１照射光に基づいて得ら
れる撮像画像と第２照射光に基づいて得られる撮像画像との差異をより鮮明にすることが
できる。すなわち、これらの撮像画像を用いた生体認証の精度をより高めることが可能と
なる。また、波長を異ならせることにより、異なる生体構造または生体成分に基づくパタ
ーンを含む撮像画像を取得することができる。これにより、生体認証に用いられるパター
ンのバリエーションが増加する。すなわち、よりセキュアな生体認証を行うことが可能と
なる。
【００９６】
　また、図８に示すように、撮像装置１０において、第３光源１１３から照射されて第３
導光板１０３の内部を伝搬する第３照射光を用いて静脈パターン等を含む撮像画像が生成
されてもよい。これにより、異なる高さから照射光を指等の生体の一部に入射することが
できる。そうすると、例えば、指の表層付近に存在する静脈層のみならず、指の中央付近
等に存在する静脈層を反映させた静脈パターンを取得することが可能となる。
【００９７】
　なお、図７および図８に示した例では、第２照射光および第３照射光はそれぞれ単独で
各光源より射出されていたが、第２照射光および第３照射光が同時に指に入射されてもよ
い。これにより、指からの散乱光の強度を高くすることができる。そうすると、静脈パタ
ーンを含む撮像画像がより鮮明となり得る。
【００９８】
　以上、指紋パターンおよび静脈パターンの取得における撮像装置１０の動作例について
説明したが、本実施形態に係る撮像装置１０は、上述したパターンを含む撮像画像の取得
のために用いられることに限定されない。例えば、上記の表１に示した各撮像対象につい
ての撮像画像の取得のために、本実施形態に係る撮像装置１０は用いられてもよい。より
具体的には、第１光源１１１から射出される第１照射光により、指Ｓの肌（表皮）の透明
度等の特性または状態など、生体の表面構造または表面状態を解析するための撮像画像が
取得されてもよい。また、第２光源１１２から射出される第２照射光により、指Ｓの脈拍
など、生体の内部構造または内部状態を解析するための撮像画像が取得されてもよい。な
お、これらの生体認証および解析に係る処理については、後述する。
【００９９】
　（変形例）
　本実施形態に係る撮像装置１０は、図２および図３に示したように、３つの導光板が積
層された構造を有しているが、本技術はかかる例に限定されない。図９は、本実施形態に
係る撮像装置１１の変形例の構成を示す図である。
【０１００】
　図９に示すように、本変形例に係る撮像装置１１は、第１導光板１０１、第２導光板１
０２、第１光源１１１、第２光源１１２（１１２ａ～１１２ｃ）および撮像部１２０を主
に備える。また、第１遮光体１３１が、第１導光板１０１および第２導光板１０２の間に
挟まるように設けられる。
【０１０１】
　かかる構成において、指Ｓが載置領域１００１ａに載置された場合に、指Ｓの表面構造
または表面性状（指紋など）に係る撮像画像を第１照射光に起因する散乱光を撮像するこ
とにより取得することができる。なおかつ、指Ｓの内部構造または内部状態（静脈など）
に係る撮像画像を第２照射光に起因する散乱光を撮像することにより取得することができ
る。
【０１０２】
　また、第２導光板１０２の上部には、第３導光板１０３を含む、さらに複数の導光板が
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積層されてもよい。この場合、積層された導光板の縁部には、当該積層された導光板の内
部に照射光を照射する光源がさらに設けられ得る。導光板をさらに積層させた構造を形成
することにより、指Ｓなどの生体の一部の厚さが大きくなった場合においても、より確実
に生体の内部へと照射光を入射させることができる。したがって、生体の内部を反映させ
た撮像画像をより確実に生成することができる。
【０１０３】
　また、本実施形態に係る撮像装置１０には、第１導光板１０１の載置領域１００１ａに
指Ｓが載置されているか否かを識別するためのセンサがさらに設けられてもよい。これに
より、指Ｓが載置されたことが識別されてから、各光源からの照射光の射出、および撮像
部１２０による撮像に係る動作を行うことができる。当該センサは、圧力センサ、光学セ
ンサ、静電容量センサまたは超音波センサなど、あらゆるセンサにより実現され得る。ま
た、撮像部１２０に設けられる撮像素子が、当該センサを実現してもよい。
【０１０４】
　以上、本実施形態に係る撮像装置１０について説明した。
【０１０５】
　＜１．３．情報処理装置＞
　再び図１に戻って、本実施形態に係る情報処理装置２０について説明する。
【０１０６】
　（構成例）
　図１に示すように、本実施形態に係る情報処理装置２０は、撮像制御部２１０、データ
取得部２２０、処理部２３０、出力制御部２４０および記憶部２５０を備える。
【０１０７】
　（撮像制御部）
　撮像制御部２１０は、例えば、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）、ＲＯＭ（Read
　Only　Memory）、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）等により実現される。撮像制御部
２１０は、撮像装置１０に係る駆動制御を行い、撮像装置１０による撮像に係る処理を統
括する。例えば、撮像制御部２１０は、各光源における照射光の射出タイミングおよび照
射光の強度等を制御する。また、撮像制御部２１０は、撮像部１２０における撮像タイミ
ング、露光時間または絞り等、撮像に係る制御を行う。撮像制御部２１０は、情報処理装
置２０に備えられる通信装置を介して撮像装置１０を制御する。
【０１０８】
　撮像制御部２１０が以上のような制御を行うことで、各光源は、所定波長および所定強
度の照射光を適切なタイミングで射出することが可能となり、また、各光源の射出タイミ
ングに応じた撮像画像を生成することが可能となる。このような射出タイミングおよび撮
像タイミングは、例えば、上述したセンサから取得される信号、または撮像装置１０が設
けられている端末等からの信号に基づいて決定されてもよい。
【０１０９】
　撮像制御部２１０により制御された撮像装置１０によって生成された撮像画像に係るデ
ータ（撮像画像データ）は、後述するデータ取得部２２０により取得される。なお、当該
撮像画像データは、撮像画像そのもののデータだけでなく、撮像画像の生成時刻および撮
像制御部２１０による制御内容も含み得る。
【０１１０】
　また、撮像制御部２１０は、撮像装置１０の制御を行うにあたり、後述する記憶部２５
０に記録されている各種プログラム、パラメータまたはデータベース等を適宜参照し得る
。例えば、撮像制御部２１０は、後述する処理部２３０により行われる処理に対応する撮
像に係るプログラム等を適宜参照し得る。
【０１１１】
　（データ取得部）
　データ取得部２２０は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により実現される。データ
取得部２２０は、撮像装置１０が生成した撮像画像データを、上記通信装置を介して取得
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する。
【０１１２】
　データ取得部２２０は、取得した撮像画像データを処理部２３０に出力する。また、デ
ータ取得部２２０は、取得した撮像画像データを記憶部２５０に記録してもよい。
【０１１３】
　（処理部）
　処理部２３０は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により実現される。処理部２３０
は、撮像装置１０により生成された撮像画像に基づいて、撮像対象であった生体の一部（
例えば指）についての処理を行う。
【０１１４】
　処理部２３０による生体の一部についての処理は、例えば、生体認証処理が含まれる。
より詳細には、処理部２３０は、指紋パターンを含む撮像画像（第１撮像画像）および静
脈パターンを含む撮像画像（第２撮像画像）を取得し、指紋パターンおよび静脈パターン
を画像解析により特定し、特定された各パターンについての認証処理を行う。
【０１１５】
　このような生体認証処理を含む処理を行うための処理部２３０の構成については、後述
する。
【０１１６】
　なお、本実施形態に係る処理部２３０は撮像装置１０により生成された撮像画像を用い
て生体認証処理を行うが、処理部２３０による処理はかかる例に限定されない。例えば、
処理部２３０は、生体の表面または内部の構造または状態に関する解析処理を行ってもよ
い。当該解析処理についても、詳しくは後述する。
【０１１７】
　処理部２３０による処理結果は、出力制御部２４０に出力される。また、処理部２３０
は、処理結果を記憶部２５０に記録してもよい。また、処理部２３０は、各種処理を行う
にあたり、記憶部２５０に記録されている各種プログラム、パラメータまたはデータベー
ス等を適宜参照し得る。例えば、処理部２３０は、取得した撮像画像から画像解析により
特定された指紋パターンおよび静脈パターンの照合のために、記憶部２５０に格納されて
いる指紋パターンおよび静脈パターン等のテンプレートを含むデータベースを適宜参照し
てもよい。
【０１１８】
　（出力制御部）
　出力制御部２４０は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等により実現される。出力制御
部２４０は、処理部２３０から取得した処理結果に係る情報の出力に関する制御を行う。
【０１１９】
　例えば、出力制御部２４０は、処理結果に係る情報を、図示しないディスプレイまたは
タッチパネル等の表示装置に表示させる制御を行ってもよい。より詳細には、出力制御部
２４０は、処理部２３０による生体認証処理の結果に係る情報を、認証処理装置１が設け
られた端末のディスプレイ等に表示させてもよい。
【０１２０】
　また、出力制御部２４０は、処理結果に係る情報を、生体認証の結果を利用する処理を
行う端末または装置に出力してもよい。これにより、当該端末または装置は、出力された
情報に基づいて、各種処理を行うことができる。
【０１２１】
　なお、上述した生体認証の結果を利用する処理を行う端末または装置は、必ずしも認証
処理装置１（または撮像装置１０）が設けられている端末または装置に限定されず、認証
処理装置１（または撮像装置１０）が設けられていない端末または装置であってもよい。
この場合、処理結果に係る情報は、情報処理装置２０に備えられる通信装置等を介して、
上記の端末または装置に送信され得る。例えば、あるモバイル端末に認証処理装置１が設
けられている場合に、生体認証処理の結果に基づいて解錠または施錠処理を行う入退室管
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理装置は、認証処理装置１により得られた生体認証処理の結果を当該モバイル端末から受
信することにより、上記の解錠または施錠処理を行うことができる。
【０１２２】
　なお、出力制御部２４０は、各種出力制御を行うにあたり、記憶部２５０に記録されて
いる各種プログラム、パラメータまたはデータベース等を適宜参照し得る。
【０１２３】
　（記憶部）
　記憶部２５０は、本実施形態に係る情報処理装置２０に設けられたＲＡＭまたはストレ
ージ装置等により実現される。記憶部２５０には、情報処理装置２０の各機能部における
各種処理に用いられるデータ等が格納されている。例えば、記憶部２５０には、生体認証
に用いられる指紋パターンおよび静脈パターン等の各種パターンのテンプレートのデータ
が格納されている。また、記憶部２５０は、データ取得部２２０等が取得した撮像画像に
係るデータ、処理部２３０による処理結果に係るデータ等を記憶し得る。更に、これらの
データ以外にも、情報処理装置２０が、何らかの処理を行う際に保存することが要求され
た様々なパラメータや処理の途中経過等、または、各種のデータベース等を、適宜記憶す
ることが可能である。撮像制御部２１０、データ取得部２２０、処理部２３０および出力
制御部２４０は、記憶部２５０を自由に読み書きすることが可能である。
【０１２４】
　（処理部の構成例）
　次に、図１０を参照しながら、本実施形態に係る処理部２３０（２３０－１）の構成例
について説明する。図１０は、本実施形態に係る処理部２３０－１の構成例を示すブロッ
ク図である。
【０１２５】
　図１０に示すように、本実施形態に係る処理部２３０－１は、画像処理部２３１および
認証処理部２３２を有する。さらに、認証処理部２３２は、指紋認証処理部２３２１およ
び静脈認証処理部２３２２を主に備える。
【０１２６】
　（画像処理部）
　画像処理部２３１は、データ取得部２２０から取得された撮像画像に対して画像処理を
行い、指紋パターンまたは静脈パターン等の各種パターンを抽出する。例えば、画像処理
部２３１は、撮像画像に対して各種フィルタまたはアルゴリズム等を用いて、撮像画像の
強調またはノイズ除去等を行い得る。これにより、撮像画像に含まれる各種パターンがよ
り明確に抽出される。
【０１２７】
　画像処理部２３１による画像処理では、例えば、移動平均フィルタ、差分フィルタ、メ
ディアンフィルタまたはガウシアンフィルタ等の平滑化およびノイズ除去に係る公知のフ
ィルタが用いられてもよい。また、上記画像処理では、二値化および細線化に係る公知の
アルゴリズムが用いられてもよい。また、抽出対象に応じて、画像処理に用いられるフィ
ルタまたはアルゴリズムが適宜選択され得る。
【０１２８】
　画像処理部２３１は、画像処理により抽出された各種パターンを含む画像データを認証
処理部２３２に出力する。また、当該画像データは、記憶部２５０に記録されてもよい。
【０１２９】
　（認証処理部）
　認証処理部２３２は、画像処理部２３１から出力された画像データに含まれる各種パタ
ーンと、予め登録されている各種テンプレートとに基づいて、画像データに含まれる各種
パターンの認証を行う。
【０１３０】
　本実施形態に係る認証処理部２３２は、指紋パターンの認証を行う指紋認証処理部２３
２１、および静脈パターンの認証を行う静脈認証処理部２３２２を備える。
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【０１３１】
　（指紋認証処理部）
　指紋認証処理部２３２１は、画像処理部２３１から出力された画像データに含まれる指
紋パターンと、予め記憶部２５０等に記録されている指紋パターンのテンプレート（指紋
テンプレート）に基づいて、画像データに含まれる指紋パターンの認証を行う。ここでい
う画像データとは、第１照射光が照射されたときに撮像装置１０により生成された撮像画
像（第１撮像画像）に対して画像処理部２３１により画像処理して得られた画像データを
意味する。
【０１３２】
　指紋認証処理部２３２１は、公知の技術により指紋パターンの認証を行い得る。例えば
、指紋認証処理部２３２１は、指紋パターンの形状に基づいて、指紋パターンを指紋テン
プレートと照合してもよい。より詳細には、指紋認証処理部２３２１は、指紋パターンに
ついて、マニューシャと呼ばれる指紋の隆線の端点または分岐に基づく特徴点を抽出し、
当該特徴点に係る情報に基づいて指紋テンプレートのマッチング処理を行ってもよい。ま
た、指紋認証処理部２３２１は、上記特徴点間を通る隆線の本数等に応じたマッチング処
理をさらに行ってもよい。また、指紋認証処理部２３２１は、指紋パターンについてパタ
ーンマッチング処理を行ってもよい。指紋認証処理部２３２１は、指紋パターンと一致ま
たは所定基準以上に類似する指紋テンプレートが照合されれば、当該指紋パターンを認証
する。一方で、所定基準以上に類似する指紋テンプレートが照合されなければ、当該指紋
パターンは認証されない。
【０１３３】
　（静脈認証処理部）
　静脈認証処理部２３２２は、画像処理部２３１から出力された画像データに含まれる静
脈パターンと、予め記憶部２５０等に記録されている静脈パターンのテンプレート（静脈
テンプレート）に基づいて、画像データに含まれる静脈パターンの認証を行う。ここでい
う画像データとは、第２照射光が照射されたときに撮像装置１０により生成された撮像画
像（第２撮像画像）に対して画像処理部２３１により画像処理して得られた画像データを
意味する。
【０１３４】
　静脈認証処理部２３２２は、公知の技術により静脈パターンの認証を行い得る。例えば
、静脈認証処理部２３２２は、静脈パターンの形状に基づいて、静脈パターンを静脈テン
プレートと照合してもよい。より詳細には、静脈認証処理部２３２２は、静脈パターンに
おける血管の端点または分岐に基づく特徴点を抽出し、当該特徴点に係る情報に基づいて
静脈テンプレートのマッチング処理を行ってもよい。また、静脈認証処理部２３２２は、
上記特徴点間を通る隆線の本数等に応じたマッチング処理をさらに行ってもよい。また、
静脈認証処理部２３２２は、静脈パターンについてパターンマッチング処理を行ってもよ
い。静脈認証処理部２３２２は、静脈パターンと一致または所定基準以上に類似する静脈
テンプレートが照合されれば、当該静脈パターンを認証する。一方で、所定基準以上に類
似する静脈テンプレートが照合されなければ、当該静脈パターンは認証されない。
【０１３５】
　認証処理部２３２は、指紋パターンおよび静脈パターン等の各種パターンの少なくとも
いずれかについて認証処理を行い、認証結果を出力制御部２４０または記憶部２５０等に
出力する。ここでいう認証結果は、例えば、パターンと照合されるテンプレートの存在の
有無、または照合されたテンプレートに関連付けられている個人情報等のデータ等を含む
。また、認証処理部２３２は、上記の認証結果を、認証処理を行った時刻等に関連付けて
、認証履歴として出力制御部２４０または記憶部２５０等に出力してもよい。これにより
、だれがいつ認証処理を行ったか、または撮像装置１０を利用したかを知ることができる
。
【０１３６】
　また、認証処理部２３２は、複数の認証結果（例えば、指紋パターンの認証結果および
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静脈パターンの認証結果）を関連付けて出力してもよい。これにより、いわゆるマルチモ
ーダル認証による生体認証を行うことができ、生体認証の精度をさらに向上させることが
できる。このマルチモーダル認証では、例えば、指紋パターンの認証に成功し、かつ、静
脈パターンの認証に成功した場合に、ユーザの認証に成功したという判定が行われてもよ
い。一方で、指紋パターンの認証または静脈パターンの認証の少なくともいずれかにおい
て成功した場合に、ユーザの認証に成功したという判定が行われてもよい。このようなマ
ルチモーダル認証を用いた判定処理における判定基準は、生体認証を適用させる各種処理
に応じて適宜設定されてもよい。
【０１３７】
　（補足）
　なお、上述した各種パターンのテンプレートは、上述したように、個人情報と関連付け
られて記憶部２５０等に登録されていてもよい。また、各種パターンのテンプレートは互
いに関連付けられていてもよい。例えば、一のユーザに係る指紋テンプレートおよび静脈
テンプレートが互いに関連付けられていてもよい。これにより、よりセキュアな認証を実
現することができる。
【０１３８】
　また、各種パターンの認証において照合対象となるテンプレートは、必ずしも記憶部２
５０に記録されていなくてもよい。例えば、当該テンプレートは、外部のサーバまたはク
ラウド等に格納されていてもよい。この場合、処理部２３０－１（認証処理部２３２）は
、認証処理において適宜サーバまたはクラウドに通信装置を介してアクセスし、上記のテ
ンプレートを取得してもよい。
【０１３９】
　また、上記の認証処理部２３２は、取得した画像データに含まれる指紋パターンまたは
静脈パターン等の各種パターンの認証処理だけではなく、さらに当該各種パターンの登録
処理を行ってもよい。例えば、認証処理部２３２は、画像処理部２３１により画像処理さ
れた後の画像データに含まれる指紋パターンまたは静脈パターンを、テンプレートとして
記憶部２５０に登録してもよい。また、記憶部２５０に登録する際、認証処理部２３２は
、ユーザの個人情報等をテンプレートに関連付けて登録してもよい。登録されるテンプレ
ートは、例えば、ＣＢＥＦＦ（Common　Biometric　Exchange　File　Format：共通バイ
オメトリック交換ファイルフォーマットフレームワーク）等の規格に則ったヘッダ情報を
有していてもよい。
【０１４０】
　＜１．４．処理の流れ＞
　次に、本実施形態に係る認証処理装置１による処理の流れの一例について説明する。図
１１は、本実施形態に係る認証処理装置１による処理の流れの一例を示すフローチャート
である。図１１に示すフローチャートに示すように、認証処理装置１は、例えば、指紋認
証処理（ステップＳ１００）および静脈認証処理（ステップＳ２００）をそれぞれ行う。
なお、指紋認証処理および静脈認証処理の順序は、図１１に示したフローチャートに係る
順序に限定されない。以下、本実施形態に係る認証処理装置１による指紋認証処理および
静脈認証処理における処理の流れの例について説明する。
【０１４１】
　（指紋認証処理）
　図１２は、本実施形態に係る認証処理装置１による指紋認証処理の流れの一例を示すフ
ローチャートである。図１２を参照すると、まず、認証処理装置１は、撮像制御部２１０
の制御により、第１光源１１１から第１照射光を射出して、第１導光板１０１の内部に当
該第１照射光を照射する（ステップＳ１０１）。これにより、第１導光板１０１の載置領
域１００１ａに載置されている指の指紋の隆線と第１導光板１０１との接触界面において
、第１照射光が散乱し、散乱光の一部が撮像部１２０に入射される。なお、第１照射光は
、緑色光に相当する波長を有していることが好ましい。
【０１４２】
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　次に、認証処理装置１は、撮像部１２０により、入射された散乱光を撮像する（ステッ
プＳ１０３）。そして、認証処理装置１は、生成された撮像画像データをデータ取得部２
２０により取得する（ステップＳ１０５）。
【０１４３】
　次に、認証処理装置１は、処理部２３０－１により、取得した撮像画像データから指紋
パターンを抽出する（ステップＳ１０７）。具体的には、画像処理部２３１は、取得した
撮像画像データに対して各種画像処理を行い、撮像画像に含まれる指紋パターンを抽出す
る。
【０１４４】
　次に、認証処理装置１は、処理部２３０－１により、指紋パターンの認証を行う（ステ
ップＳ１０９）。具体的には、認証処理部２３２（指紋認証処理部２３２１）は、抽出し
た指紋パターンを指紋テンプレートと照合して、当該指紋パターンと一致または所定基準
以上に類似する指紋テンプレートが照合されれば、当該指紋パターンを認証する。一方で
、所定基準以上に類似する指紋テンプレートが照合されなければ、当該指紋パターンは認
証されない。
【０１４５】
　（静脈認証処理）
　図１３は、本実施形態に係る認証処理装置１による静脈認証処理の流れの一例を示すフ
ローチャートである。図１３を参照すると、まず、認証処理装置１は、撮像制御部２１０
の制御により、第２光源１１２から第２照射光を射出して、第２導光板１０２の内部に当
該第２照射光を照射する（ステップＳ２０１）。これにより、第２導光板１０２の載置領
域１００１ａ側の側面から出射した第２照射光が指に照射され、指の内部において当該第
２照射光が散乱し、その散乱光の一部が撮像部１２０に入射される。なお、第２照射光は
、近赤外光に相当する波長を有していることが好ましい。
【０１４６】
　次に、認証処理装置１は、撮像部１２０により、入射された散乱光を撮像する（ステッ
プＳ２０３）。そして、認証処理装置１は、生成された撮像画像データをデータ取得部２
２０により取得する（ステップＳ２０５）。
【０１４７】
　次に、認証処理装置１は、処理部２３０－１により、取得した撮像画像データから静脈
パターンを抽出する（ステップＳ２０７）。具体的には、画像処理部２３１は、取得した
撮像画像データに対して各種画像処理を行い、撮像画像に含まれる静脈パターンを抽出す
る。
【０１４８】
　次に、認証処理装置１は、処理部２３０－１により、静脈パターンの認証を行う（ステ
ップＳ２０９）。具体的には、認証処理部２３２（静脈認証処理部２３２２）は、抽出し
た静脈パターンを静脈テンプレートと照合して、当該静脈パターンと一致または所定基準
以上に類似する静脈テンプレートが照合されれば、当該静脈パターンを認証する。一方で
、所定基準以上に類似する静脈テンプレートが照合されなければ、当該静脈パターンは認
証されない。
【０１４９】
　再び図１１を参照すると、認証処理装置１は、指紋認証処理および静脈認証処理におけ
る認証結果を、出力制御部２４０により出力する（ステップＳ５００）。
【０１５０】
　以上、本実施形態に係る認証処理装置１による処理の流れの一例について説明した。な
お、図１１～図１３に示したフローチャートは、あくまでも認証処理装置１による処理の
流れの一例であり、各フローチャートに記載された処理の順序等は適宜変更され得る。例
えば、照射光の照射および撮像に係る処理がまとめて先に行われ、その後、各撮像画像デ
ータについて指紋パターンおよび静脈パターンの抽出および認証に係る処理がまとめて後
で行われてもよい。また、いずれか一方の処理が繰り返し行われてもよい。
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【０１５１】
　また、図１１に示したフローチャートでは、認証処理装置１により指紋認証処理および
静脈認証処理がともに行われているが、認証処理装置１は、いずれかの処理のみを行って
もよい。
【０１５２】
　＜１．５．補足＞
　（複数の撮像画像の差分を利用した補正処理）
　なお、本実施形態に係る認証処理装置１は、複数の撮像画像の差分に基づく補正を行っ
てもよい。撮像装置１０により生成される撮像画像には、指紋または静脈などの目的とす
る生体構造または生体成分に係るパターンのみならず、他の生体構造または生体成分に係
るパターンが含まれる場合も存在する。そこで、画像処理部２３１は、異なる照射光が照
射された際に撮像して生成された複数の撮像画像の差分を用いて補正を行う。これにより
、当該差分により撮像画像に写り込んでしまう不要のパターンを取り除くことが可能とな
る。
【０１５３】
　例えば、第２照射光に起因する散乱光が指の表面を通過する際に、指紋の隆線等におい
て散乱光がさらに散乱してしまうことがある。これにより、当該散乱光を撮像して得られ
る撮像画像には、静脈パターンのみならず、指紋パターンが含まれてしまう可能性が存在
する。そこで、上述したように、第１照射光が照射された際に撮像して生成された、指紋
パターンのみが含まれる撮像画像（第１撮像画像）と第２照射光が照射された際に撮像し
て生成された撮像画像（第２撮像画像）との差分を取ることにより、第２撮像画像に含ま
れてしまっている指紋パターンを取り除くことができる。これにより、静脈パターンの認
証精度を向上させることができる。
【０１５４】
　第２撮像画像に含まれる指紋パターンの除去に係る処理の一例について、図１４Ａ、図
１４Ｂおよび図１４Ｃを参照しながら説明する。
【０１５５】
　まず、認証処理装置１は、撮像制御部２１０の制御により、第１光源１１１から第１照
射光を射出して、第１導光板１０１の内部に当該第１照射光を照射し、入射された散乱光
を撮像する（第１撮像画像）。同様に、認証処理装置１は、撮像制御部２１０の制御によ
り、第２光源１１２から第２照射光を射出して、第２導光板１０２の内部に当該第２照射
光を照射し、入射された散乱光を撮像する（第２撮像画像）。そして、認証処理装置１は
、生成された第１撮像画像および第２撮像画像を含む撮像画像データをデータ取得部２２
０により取得する。
【０１５６】
　次に、認証処理装置１は、画像処理部２３１により、取得した各撮像画像データから指
紋パターンおよび静脈パターンを抽出する。ここで、第２撮像画像から静脈パターンを抽
出する際、指紋パターンが当該静脈パターンとともに抽出されることがある。
【０１５７】
　図１４Ａおよび図１４Ｂは、第１撮像画像ＩＭ１および第２撮像画像ＩＭ２－１の一例
を示す図である。図１４Ａに示すように、第１撮像画像ＩＭ１には、指紋パターンＦＰ１
が含まれている。また、図１４Ｂに示すように、第２撮像画像ＩＭ２－１には、静脈パタ
ーンＶＰ１および指紋パターンＦＰ２が含まれている。この指紋パターンＦＰ２は、指の
内部からの散乱光が指の表面を通過する際に、指紋の隆線等において当該散乱光が散乱す
ることにより現れ得るパターンである。そのため、指紋パターンＦＰ１と指紋パターンＦ
Ｐ２とは、画像上における輝度等は異なるものの、略同一の形状を示している。
【０１５８】
　ここで、画像処理部２３１は、第１撮像画像ＩＭ１と第２撮像画像ＩＭ２との差分を取
ることにより、第２撮像画像ＩＭ２－１に含まれている指紋パターンＦＰ２を除去する。
具体的には、指紋パターンＦＰ１および指紋パターンＦＰ２の形状は略一致していること
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から、第２撮像画像ＩＭ２－１に含まれている指紋パターンＦＰ２を、指紋パターンＦＰ
１に係る情報を用いて除去する。なお、当該指紋パターンＦＰ２の除去には、例えば、公
知の補間技術が適用され得る。
【０１５９】
　図１４Ｃは、指紋パターンＦＰ２の除去後の第２撮像画像ＩＭ２－２の一例を示す図で
ある。図１４Ｃに示すように、画像処理部２３１による第１撮像画像ＩＭ１および第２撮
像画像ＩＭ２－２の差分を用いた補正処理により、第２撮像画像ＩＭ２－２からは指紋パ
ターンＦＰ２が取り除かれ、静脈パターンＶＰ１のみを得ることができる。これにより、
後段の認証処理部２３２において、静脈認証処理の精度を高めることができる。
【０１６０】
　また、画像処理部２３１は、例えば、指などの生体の一部の表面に存在し得る、黒子ま
たはシミなどの近赤外光または可視光を吸収しやすい物質により生じ得るノイズを、複数
の撮像画像の差分に基づいて除去することにより、各撮像画像を補正してもよい。これに
より、例えば、当該物質が重畳する指紋パターンまたは静脈パターンなどの各種パターン
を補正することができる。なお、当該物質に対応する像が除去された場合、各種パターン
から当該像に相当する部分が欠落する可能性がある。その場合、例えば公知の補間アルゴ
リズム等を用いて、適宜各撮像画像が補正されてもよい。
【０１６１】
　＜１．６．小結＞
　以上、本開示の第１の実施形態に係る認証処理装置１について説明した。まず、本実施
形態に係る認証処理装置１を構成する撮像装置１０は、生体の一部を載置可能な載置領域
を有する第１導光板、および載置領域以外の面上に設けられる少なくとも１層の第２導光
板を有し、各導光板の縁部には各導光板に照射光を照射する光源が設けられ、第１導光板
の第２導光板が設けられた側とは反対側に撮像機能を有する撮像部が設けられる。かかる
構成により、撮像装置１０を可能な限り小型化することができる。したがって、撮像装置
１０の利便性が向上し、かつ、撮像装置１０のみを用いて複数の生体認証を行うことが可
能となる。
【０１６２】
　また、撮像装置１０がマイクロレンズアレイを含む光学系により構成されることにより
、撮像装置１０をさらに小型化することができる。
【０１６３】
　また、本実施形態に係る認証処理装置１を構成する情報処理装置２０により、撮像装置
１０により生成される複数の撮像画像を用いて、複数の生体認証に係るパターンを認証す
ることができる。これにより、マルチモーダル認証など、複合的な生体認証が可能となる
。したがって、本開示の一実施形態に係る撮像装置１０を用いた生体認証処理の精度を向
上させることが可能である。
【０１６４】
　＜＜２．第２の実施形態（解析処理を含む構成）＞＞
　次に、本開示の第２の実施形態に係る認証処理装置１について説明する。本実施形態に
係る認証処理装置１は、生体認証処理だけではなく、生体に関する解析処理を行う機能を
さらに有する。当該解析機能は、例えば、生体の肌に関する解析、または生体の脈拍の解
析に係る機能を含む。
【０１６５】
　ここで、肌に関する解析とは、例えば、撮像装置１０の載置領域１００１ａに載置され
ている物体が生体の表面（すなわち肌）であるか否か、または肌の性状（例えば、肌の透
明度と呼ばれる指標）の評価に係る解析を含む。また、生体の脈拍の解析は、生体の動脈
中における血液の輸送状態を脈波として捉えることにより行われ得る。このような解析処
理を行い、解析結果を生体認証に適用させることにより、よりセキュアな生体認証を行う
ことが可能となり、また、解析結果を生体認証処理により認証されたユーザと容易に関連
付けることが可能となる。
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【０１６６】
　＜２．１．構成例＞
　本実施形態に係る認証処理装置１の構成は、情報処理装置２０の処理部２３０－２を除
き、本開示の第１の実施形態に係る認証処理装置１と同一である。そのため、以下では、
本実施形態に係る処理部２３０－２の構成について説明する。
【０１６７】
　図１５は、本実施形態に係る処理部２３０－２の構成例を示すブロック図である。図１
５に示すように、本実施形態に係る処理部２３０－２は、画像処理部２３１、認証処理部
２３２および解析処理部２３３を有する。さらに、解析処理部２３３は、生体内部解析部
２３３１および生体表面解析部２３３２を主に備える。
【０１６８】
　なお、画像処理部２３１および認証処理部２３２の構成および機能は、本開示の第１の
実施形態に係る画像処理部２３１および認証処理部２３２と同一であるので、説明を省略
する。
【０１６９】
　（解析処理部）
　解析処理部２３３は、画像処理部２３１から出力された画像データを用いて、生体の状
態について解析処理を行う。ここでいう生体の状態とは、上述したように、生体内部の構
造または状態（例えば、脈拍、皮下脂肪厚）および生体表面の構造または状態（例えば、
肌の状態）を含む。解析処理部２３３は、これらの生体の状態について解析し、解析結果
を出力制御部２４０または記憶部２５０等に出力する。
【０１７０】
　本実施形態に係る解析処理部２３３は、生体内部の構造または状態について解析する生
体内部解析部２３３１、および生体表面の構造または状態について解析する生体表面解析
部２３３２を備える。
【０１７１】
　（生体内部解析部）
　生体内部解析部２３３１は、画像処理部２３１から出力された画像データを用いて、生
体内部の構造または状態について解析する。ここで用いられる画像データは、生体の内部
に関係する画像データであることが好ましい。すなわち、撮像装置１０において、生体の
一部（例えば指）の内部に照射されるように、第２光源１１２から第２照射光が射出され
たときに撮像され生成された撮像画像が用いられることが好ましい。
【０１７２】
　生体内部解析部２３３１は、例えば、生体の脈拍について解析してもよい。生体の脈拍
は、生体の動脈に流れる血液の輸送状態を反映する脈波を解析することにより得られる。
当該脈波は、例えば、緑色光または赤色光を生体の一部の内部に照射することにより得る
ことができる。生体の内部で散乱する緑色光または赤色光は、動脈の内部に存在する酸化
ヘモグロビンに吸収されやすい。散乱光の吸収量は、動脈中の輸液量に応じて変化する。
したがって、散乱光の吸収量の経時変化を脈波として捉えることができる。
【０１７３】
　散乱光の吸収量の経時変化を取得するためには、照射光を連続的に生体の一部に照射し
続けつつ、撮像画像を連続的に生成することが求められる。そのため、データ取得部２２
０は、連続的に撮像されて生成された複数の撮像画像を取得し、画像処理部２３１により
画像処理されたデータを、生体内部解析部２３３１が解析する。例えば、画像処理部２３
１は、連続撮像画像の各々の輝度を抽出し、生体内部解析部２３３１が、その輝度の時系
列変化に基づいて、生体の脈拍を解析する。一連の処理により、生体の脈拍に係る情報を
得ることができる。なお、撮像画像から抽出される輝度とは、撮像画像の各画素の輝度の
分布等に基づく、平均値、中間値または最大値等の代表値であってもよい。
【０１７４】
　このような生体の脈拍に係る情報を得ることにより、例えば、撮像装置１０の載置領域
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１００１ａに触れた撮像対象に係るパターンが認証されても、当該撮像対象が生体ではな
い（例えば指紋パターンまたは静脈パターンを模した模型）ことを識別することが可能と
なる。
【０１７５】
　また、取得された生体の脈拍に係る情報は、認証処理部２３２により認証された個人情
報に関連付けられてもよい。これにより、脈拍の履歴情報を自動的に個人情報に関連付け
て記録することができる。
【０１７６】
　なお、生体内部解析部２３３１は、例えば、生体の皮下脂肪厚を解析してもよい。例え
ば、近赤外光を生体の一部に照射して得られた散乱光を撮像して生成された撮像画像の輝
度を解析することにより、皮下脂肪厚を推定することが可能である。
【０１７７】
　（生体表面解析部）
　生体表面解析部２３３２は、画像処理部２３１から出力された画像データを用いて、生
体の表面の構造または状態について解析する。ここで用いられる画像データは、生体の表
面に関係する画像データであることが好ましい。すなわち、撮像装置１０において、生体
の一部（例えば指）の表面と第１導光板１０１との接触界面において照射光が散乱するよ
うに、第１光源１１１から第１照射光が射出されたときに撮像され生成された撮像画像が
用いられることが好ましい。
【０１７８】
　生体表面解析部２３３２は、例えば、撮像対象が生体の肌であるか否か、または撮像対
象である肌の性状について解析してもよい。例えば、大野ら（「マルチバンド画像による
分光特性推定とその応用」、電気学会論文誌Ｃ、１２５巻、５号、２００５年）によれば
、人肌の分光反射率特性について、他の生体の肌色とは異なり、波長が５３０ｎｍ～５８
０ｎｍの光に対してはほぼ一定の反射率特性を示すのに対し、波長が５８０ｎｍから６３
０ｎｍの光に対しては、高波長側に遷移するほど反射率特性が急激に増加することが示さ
れている。
【０１７９】
　このことを利用して、少なくとも３種類の異なる波長を有する少なくとも一の光源から
照射光をそれぞれ射出し、各照射光に対応して生成された撮像画像の各々を用いることに
より、撮像画像に対応する撮像対象が人の肌であるか否かを識別することができる。少な
くとも３種類の異なる波長は、例えば、約５３０ｎｍ、約５８０ｎｍおよび約６３０ｎｍ
であってもよい。この場合、例えば、図２に示した第１光源１１１ａ～１１１ｃがそれぞ
れ上述した波長を有する照射光を射出可能であってもよい。
【０１８０】
　生体表面解析部２３３２は、異なる波長を有する照射光ごとに得られた撮像画像の輝度
を解析することにより、撮像対象が人の肌であるか否かを識別することができる。例えば
、約５３０ｎｍおよび約５８０ｎｍの波長を有する照射光の照射時に得られた撮像画像の
輝度はほぼ同じ水準であるが、約６３０ｎｍの波長を有する照射光の照射時に得られた撮
像画像の輝度が他の撮像画像の輝度と比較して急激に増加している場合、撮像対象が人の
肌であると識別され得る。
【０１８１】
　このような人の肌に係る情報を得ることにより、撮像装置１０の載置領域１００１ａに
触れた撮像対象に係るパターンが認証されても、当該撮像対象が生体ではない（例えば指
紋パターンまたは静脈パターンを模した模型）ことを識別することが可能となる。
【０１８２】
　また、取得された肌に係る情報は、認証された個人情報に関連付けられてもよい。これ
により、肌に係る履歴情報を自動的に個人情報に関連付けて記録することができる。また
、肌そのものも、肌パターンとして生体認証に利用することが可能となる。
【０１８３】
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　さらに、生体表面解析部２３３２による各照射光に対応する撮像画像の輝度の解析結果
に基づいて、肌の透明度に関する評価が行われてもよい。一般的に、いわゆる「透明感の
ある肌」は、肌表面における光の反射率が比較的高い肌であると言われている。そのため
、例えば、約６３０ｎｍの波長を有する照射光の照射時に得られた撮像画像の輝度の大小
に基づいて、肌の透明度に関する評価を行ってもよい。
【０１８４】
　また、生体表面解析部２３３２は、近赤外光および赤色光の散乱光に基づく撮像画像の
差分を用いて、皮膚の表面に含まれるメラニンの色素量を解析してもよい。一般的に、メ
ラニンは、赤色光よりも近赤外光を多く吸収する特性を有する。そのため、同一の強度を
有する近赤外光および赤外光の散乱光に基づく撮像画像の輝度の差分は、メラニンの色素
量に比例し得る。すなわち、近赤外光および赤外光の散乱光に基づく撮像画像の差分に基
づいて、メラニンの色素量を解析することができる。
【０１８５】
　なお、解析されたメラニンの色素量を用いて、撮像装置１０における撮像条件が調整さ
れてもよい。例えば、解析されたメラニンの色素量を用いて、各光源（特に、赤外光また
は近赤外光を射出する光源）から射出される照射光の強度を調整してもよい。より詳細に
は、照射光の強度は、メラニンの色素量の増加に応じて大きく調整されてもよい。これに
より、メラニンによる散乱光の吸収により撮像画像の輝度が減少して不明瞭なパターンを
得てしまうことを防ぐことができる。なお、照射光の強度の調整は、例えば、撮像制御部
２１０は、処理部２３０－２から取得される解析結果に基づいて行ってもよい。また、照
射光の強度の調整のかわりに、例えば、撮像部１２０の露光時間または絞り等が調整され
てもよい。
【０１８６】
　以上、本実施形態に係る解析処理部２３３について説明した。このように、解析処理部
２３３による解析結果を認証処理部２３２の認証結果に組み合わせることにより、模型に
よる生体の一部のなりすましを見破り、不正な認証を防止することが可能となる。また、
解析結果を認証結果に関連付けることにより、ユーザによる解析結果の記録に係る操作の
利便性を向上させることができる。
【０１８７】
　＜２．２．処理の流れ＞
　次に、本実施形態に係る認証処理装置１による処理の流れの一例について説明する。図
１６は、本実施形態に係る認証処理装置１による処理の流れの一例を示すフローチャート
である。図１６に示すフローチャートに示すように、認証処理装置１は、例えば、指紋認
証処理（ステップＳ１００）および静脈認証処理（ステップＳ２００）をそれぞれ行う。
また、本実施形態に係る認証処理装置１は、例えば、脈拍解析処理（ステップＳ３００）
および肌解析処理（ステップＳ４００）をそれぞれ行う。なお、これらの処理の順序は、
図１６に示したフローチャートに係る順序に限定されない。また、指紋認証処理および静
脈認証処理における処理の流れは、本開示の第１の実施形態に係る各処理と同一であるの
で、以下では、本実施形態に係る認証処理装置１による脈拍解析処理および肌解析処理に
おける処理の流れの例について説明する。
【０１８８】
　（脈拍解析処理）
　図１７は、本実施形態に係る認証処理装置１による脈拍解析処理の流れの一例を示すフ
ローチャートである。図１７を参照すると、まず、認証処理装置１は、撮像制御部２１０
の制御により、第２光源１１２から第２照射光を射出して、第２導光板１０２の内部に当
該第２照射光を照射する（ステップＳ３０１）。また、認証処理装置１は、撮像部１２０
により、入射された散乱光を連続的に撮像する（ステップＳ３０３）。
【０１８９】
　なお、ステップＳ３０１において、第２照射光は、撮像部１２０による散乱光の撮像が
継続している間、連続的または間欠的に第２光源１１２から射出される。第２照射光が間
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欠的に射出されている場合、第２照射光の射出タイミングは、撮像部１２０による撮像タ
イミングと同期する。また、撮像部１２０により生成される撮像画像は、動画像であって
もよい。なお、第２照射光は、緑色光または赤色光に相当する波長を有していることが好
ましい。
【０１９０】
　次に、認証処理装置１は、生成された連続撮像画像データをデータ取得部２２０により
取得する（ステップＳ３０５）。
【０１９１】
　次に、認証処理装置１は、処理部２３０－２（画像処理部２３１）により、取得した連
続撮像画像の各々の輝度を抽出する（ステップＳ３０７）。そして、認証処理装置１は、
処理部２３０－２（解析処理部２３３の生体内部解析部２３３１）により、輝度の時系列
変化に基づいて脈拍を解析する（Ｓ３０９）。
【０１９２】
　上記の脈拍解析処理は、所定時間に連続的に行われてもよい。この所定時間とは、例え
ば、第１導光板１０１の載置領域１００１ａに生体の一部が載置されている間の時間であ
ってもよく、撮像制御部２１０により適宜決定される。
【０１９３】
　（肌解析処理）
　図１８は、本実施形態に係る認証処理装置１による肌解析処理の流れの一例を示すフロ
ーチャートである。図１８を参照すると、まず、認証処理装置１は、撮像制御部２１０の
制御により、第１光源１１１から第１波長を有する第１波長光を射出して、第１導光板１
０１の内部に当該第１波長光を照射する（ステップＳ４０１）。また、認証処理装置１は
、撮像部１２０により、入射された散乱光を撮像する（ステップＳ４０３）。
【０１９４】
　同様に、認証処理装置１は、第１光源１１１から第１導光板１０１の内部に第２波長を
有する第２波長光を照射し（ステップＳ４０５）、入射された散乱光を撮像する（ステッ
プＳ４０７）。また、認証処理装置１は、第１光源１１１から第１導光板１０１の内部に
第３波長を有する第３波長光を照射し（ステップＳ４０９）、入射された散乱光を撮像す
る（ステップＳ４１１）。
【０１９５】
　次に、認証処理装置１は、生成された各撮像画像データをデータ取得部２２０により取
得する（ステップＳ４１３）。
【０１９６】
　次に、認証処理装置１は、処理部２３０－２（画像処理部２３１）により、取得した各
撮像画像の輝度を抽出する（ステップＳ４１５）。そして、認証処理装置１は、処理部２
３０－２（解析処理部２３３の生体表面解析部２３３２）により、各波長光の波長と輝度
との関係に基づいて生体の肌に関する解析を行う（Ｓ４１７）。
【０１９７】
　再び図１６を参照すると、認証処理装置１は、指紋認証処理および静脈認証処理におけ
る認証結果、並びに脈拍解析処理および肌解析処理における解析結果を、出力制御部２４
０により出力する（ステップＳ６００）。
【０１９８】
　以上、本実施形態に係る認証処理装置１による処理の流れの一例について説明した。な
お、図１６～図１８に示したフローチャートは、あくまでも認証処理装置１による処理の
流れの一例であり、各フローチャートに記載された処理の順序等は適宜変更され得る。
【０１９９】
　また、図１６に示したフローチャートでは、認証処理装置１により脈拍解析処理および
肌解析処理がともに行われているが、認証処理装置１は、いずれかの処理のみを行っても
よい。また、上記の肌解析処理においては、第１光源１１１から複数の波長光が射出され
るとしたが、第２光源１１２から複数の波長光が射出されてもよい。
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【０２００】
　＜２．３．小結＞
　以上、本開示の第１の実施形態に係る認証処理装置１について説明した。かかる構成に
よれば、生体認証に係る処理に、生体に関する解析処理を組み合わせることができる。こ
れにより、単に指紋パターンまたは静脈パターン等のパターンを認識するだけではなく、
パターンに対応する撮像対象が生体であるか否かを識別することができる。すなわち、テ
ンプレートに対応するパターンを有する生体のなりすましを防ぐことができる。
【０２０１】
　また、生体に関する解析処理の結果を、生体認証されたユーザの個人情報と関連付けて
記録することもできる。すなわち、生体認証と生体に関する解析を同時に行うことができ
る。したがって、例えば、肌や健康についての解析を行いたいユーザにとって利便性が向
上したり、また、解析結果を記憶部またはクラウド等にセキュアに記録したりすることが
できる。
【０２０２】
　＜＜３．ハードウェア構成例＞＞
　次に、図１９を参照して、本開示の実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成に
ついて説明する。図１９は、本開示の実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成例
を示すブロック図である。図示された情報処理装置９００は、例えば、上記の実施形態に
おける情報処理装置２０を実現しうる。
【０２０３】
　情報処理装置９００は、ＣＰＵ９０１、ＲＯＭ（Read　Only　Memory）９０３、および
ＲＡＭ（Random　Access　Memory）９０５を含む。また、情報処理装置９００は、ホスト
バス９０７、ブリッジ９０９、外部バス９１１、インターフェース９１３、入力装置９１
５、出力装置９１７、ストレージ装置９１９、ドライブ９２１、接続ポート９２５、通信
装置９２９を含んでもよい。情報処理装置９００は、ＣＰＵ９０１に代えて、またはこれ
とともに、ＤＳＰ（Digital　Signal　Processor）またはＡＳＩＣ（Application　Speci
fic　Integrated　Circuit）と呼ばれるような処理回路を有してもよい。
【０２０４】
　ＣＰＵ９０１は、演算処理装置および制御装置として機能し、ＲＯＭ９０３、ＲＡＭ９
０５、ストレージ装置９１９、またはリムーバブル記憶媒体９２３に記録された各種プロ
グラムに従って、情報処理装置９００内の動作全般またはその一部を制御する。例えば、
ＣＰＵ９０１は、上記の実施形態における情報処理装置２０に含まれる各機能部の動作全
般を制御する。ＲＯＭ９０３は、ＣＰＵ９０１が使用するプログラムや演算パラメータな
どを記憶する。ＲＡＭ９０５は、ＣＰＵ９０１の実行において使用するプログラムや、そ
の実行において適宜変化するパラメータなどを一次記憶する。ＣＰＵ９０１、ＲＯＭ９０
３、およびＲＡＭ９０５は、ＣＰＵバスなどの内部バスにより構成されるホストバス９０
７により相互に接続されている。さらに、ホストバス９０７は、ブリッジ９０９を介して
、ＰＣＩ（Peripheral　Component　Interconnect/Interface）バスなどの外部バス９１
１に接続されている。
【０２０５】
　入力装置９１５は、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチお
よびレバーなど、ユーザによって操作される装置である。入力装置９１５は、例えば、赤
外線やその他の電波を利用したリモートコントロール装置であってもよいし、情報処理装
置９００の操作に対応した携帯電話などの外部接続機器９２７であってもよい。入力装置
９１５は、ユーザが入力した情報に基づいて入力信号を生成してＣＰＵ９０１に出力する
入力制御回路を含む。ユーザは、この入力装置９１５を操作することによって、情報処理
装置９００に対して各種のデータを入力したり処理動作を指示したりする。
【０２０６】
　出力装置９１７は、取得した情報をユーザに対して視覚的または聴覚的に通知すること
が可能な装置で構成される。出力装置９１７は、例えば、ＬＣＤ、ＰＤＰ、ＯＥＬＤなど
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の表示装置、スピーカおよびヘッドホンなどの音響出力装置、ならびにプリンタ装置など
でありうる。出力装置９１７は、情報処理装置９００の処理により得られた結果を、テキ
ストまたは画像などの映像として出力したり、音響などの音として出力したりする。
【０２０７】
　ストレージ装置９１９は、情報処理装置９００の記憶部の一例として構成されたデータ
格納用の装置である。ストレージ装置９１９は、例えば、ＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）
などの磁気記憶部デバイス、半導体記憶デバイス、光記憶デバイス、または光磁気記憶デ
バイスなどにより構成される。このストレージ装置９１９は、ＣＰＵ９０１が実行するプ
ログラムや各種データ、および外部から取得した各種のデータなどを格納する。なお、ス
トレージ装置９１９は、上記実施形態に係る記憶部２５０の機能を実現し得る。
【０２０８】
　ドライブ９２１は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、または半導体メモリ
などのリムーバブル記憶媒体９２３のためのリーダライタであり、情報処理装置９００に
内蔵、あるいは外付けされる。ドライブ９２１は、装着されているリムーバブル記憶媒体
９２３に記録されている情報を読み出して、ＲＡＭ９０５に出力する。また、ドライブ９
２１は、装着されているリムーバブル記憶媒体９２３に記録を書き込む。
【０２０９】
　接続ポート９２５は、機器を情報処理装置９００に直接接続するためのポートである。
接続ポート９２５は、例えば、ＵＳＢ（Universal　Serial　Bus）ポート、ＩＥＥＥ１３
９４ポート、ＳＣＳＩ（Small　Computer　System　Interface）ポートなどでありうる。
また、接続ポート９２５は、ＲＳ－２３２Ｃポート、光オーディオ端子、ＨＤＭＩ（登録
商標）（High-Definition　Multimedia　Interface）ポートなどであってもよい。接続ポ
ート９２５に外部接続機器９２７を接続することで、情報処理装置９００と外部接続機器
９２７との間で各種のデータが交換されうる。
【０２１０】
　通信装置９２９は、例えば、通信ネットワークＮＷに接続するための通信デバイスなど
で構成された通信インターフェースである。通信装置９２９は、例えば、有線または無線
ＬＡＮ（Local　Area　Network）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、またはＷＵＳＢ（
Wireless　USB）用の通信カードなどでありうる。また、通信装置９２９は、光通信用の
ルータ、ＡＤＳＬ（Asymmetric　Digital　Subscriber　Line）用のルータ、または、各
種通信用のモデムなどであってもよい。通信装置９２９は、例えば、インターネットや他
の通信機器との間で、ＴＣＰ／ＩＰなどの所定のプロトコルを用いて信号などを送受信す
る。また、通信装置９２９に接続される通信ネットワークＮＷは、有線または無線によっ
て接続されたネットワークであり、例えば、インターネット、家庭内ＬＡＮ、赤外線通信
、ラジオ波通信または衛星通信などである。
【０２１１】
　以上、情報処理装置９００のハードウェア構成の一例を示した。
【０２１２】
　＜＜４．まとめ＞＞
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【０２１３】
　例えば、上記実施形態では、認証処理装置１は撮像装置１０と情報処理装置２０とを備
える構成であるとしたが、本技術はかかる例に限定されない。例えば、撮像装置１０にＣ
ＰＵ、ＲＯＭまたはＲＡＭ等の制御装置、およびストレージ等の記憶装置がさらに設けら
れる場合、撮像装置１０が情報処理装置２０の有する機能を備えてもよい。この場合、認
証処理装置１は、撮像装置１０により実現される。また、情報処理装置２０が撮像装置１
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０の有する機能を備えてもよい。この場合、認証処理装置１は、情報処理装置２０により
実現される。また、情報処理装置２０の有する機能の一部を撮像装置１０が有してもよく
、撮像装置１０の有する機能の一部を情報処理装置２０が有してもよい。
【０２１４】
　また、上記実施形態に係る撮像装置１０は、指の指紋パターンおよび静脈パターンを取
得するために用いられるが、本技術はかかる例に限定されない。例えば、本技術に係る撮
像装置１０は、血液の血中濃度および血中成分の解析のために用いられてもよい。この場
合、例えば、撮像装置１０により撮像された撮像画像の輝度の分布および輝度の変化を利
用して、これらの血中濃度および血中成分を解析することができる。
【０２１５】
　なお、本明細書の情報処理装置の処理における各ステップは、必ずしもフローチャート
として記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば、情報処理装置の処
理における各ステップは、フローチャートとして記載した順序と異なる順序で処理されて
も、並列的に処理されてもよい。
【０２１６】
　また、情報処理装置に内蔵されるＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭなどのハードウェアに、
上述した情報処理装置の各構成と同等の機能を発揮させるためのコンピュータプログラム
も作成可能である。また、該コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体も提供される
。
【０２１７】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定
的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代
えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
【０２１８】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　生体の一部が載置される載置領域を含む載置面を有する第１導光板と、
　前記載置領域を除く前記載置面上に設けられる第２導光板と、
　前記第１導光板の縁部に設けられ、前記第１導光板の内部に所定波長の第１照射光を射
出する少なくとも一の第１光源と、
　前記第２導光板の縁部に設けられ、前記第２導光板の内部に所定波長の第２照射光を射
出する少なくとも一の第２光源と、
　前記第１導光板の前記第２導光板とは反対側の面側に配設され、前記生体の一部の表面
からの光を撮像する撮像部と、
　を備える撮像装置。
（２）
　前記第１照射光の波長は、前記第２照射光の波長と異なる、前記（１）に記載の撮像装
置。
（３）
　前記第１導光板は、前記第１照射光の波長および前記第２照射光の波長を透過帯域に含
む光学材料により形成され、
　前記第２導光板は、前記第１照射光の波長を阻止帯域に含む光学材料により形成される
、前記（２）に記載の撮像装置。
（４）
　前記第１光源は前記第１導光板の縁部に複数設けられ、
　前記第１光源の各々から照射される前記第１照射光の波長は互いに異なる、前記（１）
～（３）のいずれか１項に記載の撮像装置。
（５）
　前記第１光源による前記第１照射光の射出タイミングは、前記第２光源による前記第２
照射光の射出タイミングとは異なる、前記（１）～（４）のいずれか１項に記載の撮像装
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置。
（６）
　前記撮像部は、複数のマイクロレンズが格子状に配置されたマイクロレンズアレイを含
む光学系を有する撮像素子を備える、前記（１）～（５）のいずれか１項に記載の撮像装
置。
（７）
　前記第１導光板の厚さは、前記マイクロレンズアレイと前記第１導光板との間の離隔距
離以上である、前記（６）に記載の撮像装置。
（８）
　前記第１導光板と前記第２導光板との間に、遮光体がさらに設けられる、前記（１）～
（７）のいずれか１項に記載の撮像装置。
（９）
　前記第２導光板の前記第１導光板とは反対側の面側に第３導光板がさらに設けられ、
　前記第３導光板の縁部には、前記第３導光板の内部に第３照射光を照射する少なくとも
一の第３光源がさらに設けられる、前記（１）～（８）のいずれか１項に記載の撮像装置
。
（１０）
　生体の一部が載置される載置領域を含む載置面を有する第１導光板と、
　前記載置領域を除く前記載置面上に設けられる第２導光板と、
　前記第１導光板の縁部に設けられ、前記第１導光板の内部に所定波長の第１照射光を照
射する少なくとも一の第１光源と、
　前記第２導光板の縁部に設けられ、前記第２導光板の内部に所定波長の第２照射光を照
射する少なくとも一の第２光源と、
　前記第１導光板の前記第２導光板とは反対側の面側に配設され、前記生体の一部の表面
からの光を撮像し、撮像画像を生成する撮像部と、
　を備える撮像装置と、
　前記生体の一部が前記載置領域に載置されている状態で生成された前記撮像画像に基づ
いて、少なくとも生体認証を含む前記生体に関する処理を行う処理部を備える情報処理装
置と、
　を有する認証処理装置。
（１１）
　前記処理部は、前記第１照射光が照射されたときに前記撮像部により生成された第１撮
像画像、および前記第２照射光が照射されたときに前記撮像部により生成された第２撮像
画像に基づいて、前記生体の認証に関する処理を行う、前記（１０）に記載の認証処理装
置。
（１２）
　前記処理部は、前記第１撮像画像に基づいて前記生体の指紋認証処理を行い、前記第２
撮像画像に基づいて前記生体の静脈認証処理を行う、前記（１１）に記載の認証処理装置
。
（１３）
　前記処理部は、前記第１撮像画像と前記第２撮像画像との差分に基づいて、前記撮像部
により生成される前記第２撮像画像の補正を行う、前記（１１）または（１２）に記載の
認証処理装置。
（１４）
　前記処理部は、前記第１撮像画像に含まれる前記生体の指紋パターンを用いて、前記第
２撮像画像に含まれる静脈パターンの補正を行う、前記（１３）に記載の認証処理装置。
（１５）
　前記第１撮像画像と前記第２撮像画像との差分に基づいて、前記撮像装置の撮像条件を
調整する撮像制御部をさらに備える、前記（１１）～（１４）のいずれか１項に記載の認
証処理装置。
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（１６）
　前記処理部は、前記撮像部により連続的に生成された撮像画像の時系列変化に基づいて
、前記生体の状態の経時変化に関する処理をさらに行う、前記（１０）～（１５）のいず
れか１項に記載の認証処理装置。
（１７）
　前記第１照射光および前記第２照射光の波長は、前記生体に関する処理に応じて選択さ
れる、前記（１０）～（１６）のいずれか１項に記載の認証処理装置。
（１８）
　生体の一部が載置される載置領域を含む載置面を有する第１導光板の縁部から、生体の
一部を前記載置領域に載置させた状態で、前記第１導光板の内部に所定波長の第１照射光
を照射することと、
　前記載置領域を除く前記載置面上に設けられる第２導光板の縁部から、前記生体の一部
を前記載置領域に載置させた状態で、前記第２導光板の内部に所定波長の第２照射光を照
射することと、
　前記第１照射光または前記第２照射光の少なくともいずれかを照射しながら、前記第１
導光板の前記第２導光板とは反対側の面側から、前記生体の一部の表面からの光を撮像す
ることと、
　を含む撮像方法。
（１９）
　生体の一部が載置される載置領域を含む載置面を有する第１導光板の縁部から、生体の
一部を前記載置領域に載置させた状態で、前記第１導光板の内部に所定波長の第１照射光
を照射することと、
　前記載置領域を除く前記載置面上に設けられる第２導光板の縁部から、前記生体の一部
を前記載置領域に載置させた状態で、前記第２導光板の内部に所定波長の第２照射光を照
射することと、
　前記第１照射光または前記第２照射光の少なくともいずれかを照射しながら、前記第１
導光板の前記第２導光板とは反対側の面側から前記生体の一部の表面からの光を撮像し、
撮像画像を生成すること、
　生成された前記撮像画像に基づいて、少なくとも生体認証を含む前記生体に関する処理
を行うことと、
　を含む認証処理方法。
（２０）
　生体の一部が載置される載置領域を含む載置面を有する第１導光板と、前記載置領域を
除く前記載置面上に設けられる第２導光板と、前記第１導光板の縁部に設けられ、前記第
１導光板の内部に所定波長の第１照射光を照射する少なくとも一の第１光源と、前記第２
導光板の縁部に設けられ、前記第２導光板の内部に所定波長の第２照射光を照射する少な
くとも一の第２光源と、前記第１導光板の前記第２導光板とは反対側の面側に配設され、
前記生体の一部の表面からの光を撮像し、撮像画像を生成する撮像部と、を備える撮像装
置と通信可能なコンピュータに、前記生体の一部が前記載置領域に載置されている状態で
生成された前記撮像画像に基づいて、少なくとも生体認証を含む前記生体に関する処理を
行う処理機能を実現させるためのプログラム。
【符号の説明】
【０２１９】
　１　　　　認証処理装置
　１０　　　撮像装置
　２０　　　情報処理装置
　１０１　　第１導光板
　１０２　　第２導光板
　１０３　　第３導光板
　１１１　　第１光源
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　１１２　　第２光源
　１１３　　第３光源
　１２０　　撮像部
　１２１　　マイクロレンズアレイ
　１２２　　マイクロレンズ
　１２３　　撮像素子
　１２４　　遮光体
　１３１　　第１遮光体
　１３２　　第２遮光体
　２１０　　撮像制御部
　２２０　　データ取得部
　２３０（２３０－１、２３０－２）　処理部
　２３１　　画像処理部
　２３２　　認証処理部
　２３３　　解析処理部
　２４０　　出力制御部
　２５０　　記憶部
　１００１　載置面
　１００１ａ　載置領域
　２３２１　指紋認証処理部
　２３２２　静脈認証処理部
　２３３１　生体内部解析部
　２３３２　生体表面解析部
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